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説明があり，これらを中心に個々の問題につい

て，次のように検討することとした。

Ｌ教官等の待遇改善について

委員長から，昨日のこれに関する要望書等に

ついての主な意見ならびに給与の根本的改善を

はかるための調査会または協議会を設置するこ

とについて，非公式ではあるが文部省と打ち合

わせを２，３回行なっており，次官から設置に

ついての返事を得ている旨の経過説明があり，

次のような意見交換等があって，給与の根本的

改善をはかるための調査会または協議会を早急

に設置するよう働きかけることとした。

○早急に調査会を設置（発足）されるよう要

望する。

○裁判官なみの待遇を目標に進めること。

○人事院では教官の数が多過ぎる。一方社会

的にも国民の要望に答えることが必要であ

り，また自主的な自己規律についての問題等

についても考える必要があるのではないか。

○諸外国における`情況等について，‘情報交換

（待遇・人事交流・外国との交流・研究費の

増額等）が行なわれた。

○裁判官は終身官ではないので，教官の任期

制についても考える必要があるのではない

か。

○中林委員は，全国懇の幹事として活躍され

ており，早い機会に調査会で講義等をしても

らい，それをたたき台としてはどうだろう

か。

○評議員には，管理職手当を出す根拠がある

のではないか。

○裁判官には，調査手当が出ているが，税の

対象外となっており，研究手当相当のものを

同様に考えられないか。

○裁判官は特別職であるが，教官についても

催の理事会に諮り，了承を得れば，明後日（'５

日）会長，副会長，近藤第６常置委員長が関係

省庁へ持参説明の上要望書を提出することとし

た。

（後記）「要望書」は上記修正委員の合議の

結果，別紙のとおり修正された。

次回小委員会

日時昭和46年６月５日（士）午後１時

より

場所国立大学協会会議室

議題（１）教職員の給与改善について

（２）その他

曰
一
鬮

〔19）第６常置委員会議事要録
鰯

日時昭和46年６月24日（木）午前10時～午

後１時

場所国立教育会館第８研修室

出席者近藤委員長

丹羽，中林，渡辺，隅谷，鎌田，加藤

馬場，井手，今西，井上，広橋，北村

田中，中塚各委員

近藤現委員長より，開会の挨拶のあと，本日

の議事進行について説明があり，先ず，委員の

任期満了に伴って新委員長の選出をすることと

し選出方法は投票か，推せんにするかをはかり

（推せんによることになり）現委員長の近藤東

京農工大学長が推せんされ，引き続き委員長に

選出された。

新委員長のあいさつに次いで，この委員会の

今後のあり方などについてご審議願いたい旨の

発言があり，昨年から進められてきた大要につ

いて①教官等の待遇改善②定員削減③財

政の３つが主な柱になっている。また，昨日の

委員会で問題提起のあったことについての補足

巧弔

慰

、

で薊！
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人事院の枠外となる可能性があるのではない

か。

○大学院関係の調整額の引上げには限度があ

り，号棒調整を考えることが必要となるので

はないか。

○最近，無機材質研究所では，グループ制（

（職制ではない）をとっており，若手リーダ

にも手当を出す方法がとられている。

○従来は教官についてのみ進められてきたが

最近は研究教育補助職員の待遇改善も加える

ような話になってきている（一般職員につい

ては，むずかしいのではないか，どこに特殊

性があるのか問題である｡）

2．授業料の値上げについて

このことについて，馬場委員から発議があり

昨年は，今年は困るということで一応了承され

たが，本年も同様に問題になると思われるので

早急に検討しておく必要がある。このため国立

大学の授業料とは何か（性格),私立大学の授業

料との違いをはっきりさせることが必要である

のではないか，とのことで次のような意見交換

等があり，このための専門委員会を設けること

にし，７月23日午後当委員会を開き「授業料の

性格等について」方針を決めることにした。

○国立大学の学生は経済力が比較的低い

○私立大学の授業料と比較されるが，国立の

場合は授業料とは違うのではないか。

○国立大学の授業料とは何か（性格)。

一種の施設利用のための入場料的な考えも

あるようである。

○財政面では値上げを考えているようである

（問題がある)。

3．定員の削減について

委員長から，国大協，学術会議としても文部

省には適用除外の要望を出している旨等の説明

があった。

（予定時間が超過し以下簡略に審議が進められ

た）

4．予算について

委員長から，概況の説明があり，来年度概算

要求について国立大学側の実情を文部省の概算

編成に輩にあうよう検討しておかなければなら

ないので次回に審議願いたい旨等の説明があっ

た。

5．その他

（委員からの質問）

従来の委員長の選出方法はどうなっている

か。

委員の交替に伴って専門委員の委嘱はどうな

るか。

沙
鰄
》

｡

蝋

(20）医学教育に関する特別

委員会議事要録
＄

日時昭和46年５月28日（金）午後１時30分

場所国立大学協会会議室

出席者清水委員長

柳川，加藤（代，山本),相磯ｙ長崎，

中川，中塚，中村各委員

吉利，堀口各専門委員

清水委員長主宰のもとに開会。

委員長より，開会の挨拶があってのち，新た

に委員になられた東北大学の加藤委員の代理と

して出席された山本教授と本委員会に初めて出

席された鹿児島大学の中村委員の紹介があって

議事に入った。

1．医学教育改革の問題点について

初めに，委員長より，本日は前委員会に引続

いて，医学教育の根本的改革の検討をするには

翁

び

露
か
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という意見もあるが，高学年になると，教

養科目の勉強はしたがらなくなり，卒業期

近くなっても取得できない学生が増えてく

るおそれもある。

○現在は，専門科目の一部を教養の方へ移

して，授業をしているところもあるが，新

制度の大学が発足した当時は，はっきりと

区別されていた。しかし，最近ではそれ程

１まつきり区別する必要もないという考えが

多くなってきている。他の学部が１年半で

専門に入るのに，医学部だけが２年である

理由が問われている。

○文部省通達で，教養科目の単位の取得は

必ずしも教養部２年間で，とらなくともよ

いとなると大学としてはやり易くなる。

○専門科目の教養への持ち込みは，各大学

が，適当に工夫して，実施したらどうか。

○．大学基準協会の医学部関係部門では，教

養課程の科目の履修方法の変更は，余程慎

重に検討したうえでなければ困まるとの意

見である。

以上のように，この問題については結論的

の意見はなかったが，現在の教養課程制度を

止めて，６年間の一貫した教育方法に改めた

方がよいのではないかとの意見がかなり多か

った。また，現実の問題として，専門課程の

科目の一部を教養課程へ移すことについては

各大学がそれぞれ事`情に応じて自主的に実施

したらよいのではないかという程度であっ

た。

(2)総合大学における医学部独立論について

委員長より，総合大学の医学部を切り離し

て独立した方がよいのではないかとの議論も

一部にあるようだが，この点についてどう考

えるか意見を伺いたいと発言があり，討議し

まず,基礎調査を十分に行なう必要があるので，

医学教育全体としての問題点，国立大学の医学

部としての問題点などについて検討を続けた

い｡また，この問題は目下医学部のある各国・

公・私立大学，医師会，学術会議，中央教育審

議会大学基準協会等においても適切な改革案を

見出すべく検討中であるので，本委員会として

も現状を十分把握のうえ，改革策を考えたいと

述べられ，つぎの点をとりあげて意見の交換を

行なった。

(1)教養課程２年，専門課程４年の問題につい

て

委員長より，現在の教養課程の単位制度は

２年間に64単位を取得すればよいことになっ

ているが，実際の講義内容は高校のむし返し

的なものがかなりあり，しかも１年半位の期

間で，所要の単位は取得できる程度のもので

あるので，学生にとっては魅力が少なくなっ

ている。そんな理由もあって，最近では，従

来の医学教育の方法を改め，６年間の一貫教

育（今までの枠をはずして教養課程と専門課

程を一緒にする）にしてはどうかとの意見が

かなり強くなってきた。そこで現実的にこの

ような制度に改めるとすればどのようにすれ

ばよいのか，また，一面この問題は，教養部

側にはかなり不満の声があるようだ。本日は

そんな点について意見を伺いたいと述べら

れ，ついで各委員の間でつぎのような意見の

交換があった。

○教養課程の教育は，高校教育と密接な関

係があるので，これと切り離して議論する

ことは無理である。

○教養科目を単位制にしないで，科目制に

したらどうか，また，教養科目の単位を６

年間のうちに自由にとることにしたらよい

⑤
「
關

(F、

②

鰯

丘

C、
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たが，この問題は〆附属病院との関連があり

臨床教育が職業教育であるとするところに問

題がある。研究面ではメリットがあるが診療

面に問題があり，教育そのものは総合大学が

良いなどの論議があり，実際には実現困難な

問題でもある。現在各国立大学の病院長会議

や医学部長会議においても特に強い議論はな

く,何となくくすぶっているといった程度で，

それほど問題になっていない。独立論も全く

ないとは言えないが，今のところ全体の空気

としては，とくにとりあげて問題にする程で

もないとのことであった。

なお，この問題と直接には関係はないが，

今後医師不足を補うため医師の養成機関をつ

くる場合（医学の研究方面でなく）は，総合

大学に医学部を設けるよりも，医科大学を設

置した方がよいのではないかとの意見があっ

たが，この意見に対しては，規模の小さい大

学側から見ると，むしろ総合大学に医学部を

設けて貰った方がよいとの意見もあった。

(3)附属病院の切り離し説について

この問題は，時々話題としては聞くが，未

だ正式に国立大学の医学部長会議や病院長会

議等で提案され，検討したことはない。過大

病院の問題は，確かに再検討の必要もあるが

病院なしの医学部，医科大学は考えられない

ので，病院だけ切り離すことはできない。病

院を切り離そうとすると医学部がそれについ

てくる。現実には，問題点は教育病院のレベ

ルが低くて問題にならない点にあるのではと

の意見もあった。

(4)教育病院の問題について

委員長より，最近，大学の附属病院のあり

方をめぐって，医学教育改革の－方法として

いわゆる教育病院の制度をつくったらという

説もあるが，この問題についてどう考えられ

るかと意見を求められ，つぎのような意見が

あった。

①教育病院は，理想としてはよいが，現実

的には研究機関としての施設．設備等すこ

ぶる不十分であって，教育的には無理であ

る。大学の附属病院並みにすること，それ

には予算面の充実が必要である。また，学

生は大学から離れたくない気持ちを持って

いる。

②卒前教育は卯大学の附属病院でやるべき

だ。

③卒後教育についてもシ大学でやるか，や

らないかについても賛否両論がありまちま

ちである。教育病院では，卒後教育ならば

引受けるが，学生の段階では足手まといに

なるとして喜ばれない傾向がある。

④教育病院の医師を教授とか助教授または

講師にするとか，人事（定員問題も含む）

問題が簡単にいかない。

⑤将来，大学病院より優れた病院ができれ

ばシ教育もその方へ移すことも結構だ。よ

い病院になればそこへいくことになる。い

かないからよい病院になれないことにもな

る。

⑥地方には，教育病院として適当な病院は

殆んどない。

⑦東北地区では，卒業後，大学以外の病院

に相当多数行っている（７０％程度）

2．委員会委員の構成について

委員長より，当委員会の委員の構成について

意見を求められ，協議の結果，現委員の外に医

学部出身の学長を１，２名追加することとし，

差し当たり北村徳島大学長に委員をお願いする

こととした。

ゾ

鰯
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○次回委員会開催日は，後日決定することと

し，来たる６月の総会には委員長から今日ま

で当委員会で検討してきた経過と内容を報告

をすることとした。

以上で，本日の会議を閉じ，次回には引き続

いて，さらに問題点を種々の角』度からピックア

ップして検討することとした。

の第２常置委員会のメンバーの方が実際問題と

して様子を知っているので，適切ではないか，

また第２常置委員会その他というふうに別紙を

修正してはどうか，など種々検討され別紙(2)

（入試期特別委員会について）のように修正し

午後の総会に報告し，了承を得ることになっ

た。

3．今後の審議の進め方について

(1)１．Ⅱ期校の問題と共通第一次入試は直接

には関係ないと思うが，利用の方法について

は関係が出てくると思う。またＩ.Ⅱ期校の

問題は共通第１次入試決定以前に進めるべき

であって，共通第１次入試とは別箇に進めて

欲しい。

○秋月委員よりＩ期．Ⅱ期の区分けの問題

は，第２常置委員会でもいろいろ議論があ

り，別紙「続案」はたたき台のつもりで配

布したもので，ご検討願いたいと同案の説

明があった。

以上のような意見が出され，委員長より今回

は時間等の関係で具体論に入れないが，次回か

ら本議論に入りたい旨述べられて閉会した。

○次回特別委員会

日時７月13日（火）１０時

場所国立大学協会会議室

別紙(1)

「国立大学の入学試験期日決定方法に

関する方針」の実施に関する特別委員

会設置等について

昭和４３．８．８

理事会

「国立大学の入学試験期日決定方法に関する

方針（以下単に「方針」と云う｡)の実施につい

ては，第４１回総会の決定に基づき次の特別委員

会を設け，同委員会において主たる事務を行な

｡

懲り

§

(21）入試期特別委員会議事要録

日時昭和46年６月24日（木）１２時～13時

場所国立教育会館６階大会議室

出席者和達委員長

加藤（陸),実力，柳川，秋月，横田，

長崎，中川，森島，今西，曾沢，前田

藤本，稲荷山，飯島，芦田，池田，田

中，葛西，黒田，各委員

（委員長が選ばれるまで，鶴田事務局長の司

会により開会）

1．委員長の選出について

先ず，本委員会の委員長の選出について諮ら

れ，重要な問題であり，前例もあるから副会長

に委員長をお願いしたい旨の意見が出され，協

議の結果和達副会長に委員長をお願いすること

とした。

（和達委員長主宰の下に続会）

2．委員の構成について

鶴田事務局長より，昭和43年８月８日の理事

会決定の別紙(1)の「国立大学の入学試験期日決

定方法に関する方針」の実施に関する特別委員

会設置等について，を朗読の上説明があった後

現在の入試期特別委員会は，１日第２常置委員会

学長委員全員が参加して構成されているが，委

員が改選になったので，新第２常置委員のメン

バーを入れるかどうかについて諮られ，改選前

篭､

で、
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委員の達考に際しては，各地区およびＩ期校

．Ⅱ期校の権衡を考慮するものとする。

う。なおｿ具体案の作成については,この方針

にいう全大学協力の趣旨により特別委員会およ

び地区学長会議の両者連携のもとに協力して速

かにこれが実現を期すものとする。

１）特別委員会の名称

入試期特別委員会

２）特別委員会の委員

①会長および副会長

②第２常置委員会の委員

地区学長会議との関連を考慮して大学

の代表者たる委員に限ること。

③各地区の定員は３名（Ｉ期校１名.Ⅱ期

校２名）とし，前項１および２の委員の数

がこれに満たない地区にあっては，当該地

区の理事をもってこれに充て，なお不足す

る場合は，他の大学の代表者のうちから理

事会においてこれを選考する．

ただし関東甲信越地区は，前項１およ

び２の委員にとどめ，九州地区は第２常置

委員会の関係上特にＩ期校を２名とする。

（注）

入試期特別委員会との連絡および地区学長会

議における意見取纒めのため，地区学長会議に

この問題に関する幹事（仮称）をおき，入試期

特別委員会の委員３名をもってこれに充てる。

別紙(2)

入試期特別委員会について

入試期特別委員会は，国立大学の入学試験の

１期．Ⅱ期の問題を検討するものとする。

入試期特別委員会の委員は，次のとおりとす

る。

１）会長および両副会長

２）第２常置委員会の委員若干名

３）大学の代表者たる委員若干名

（注）

⑰

`!§

〔22）教職員の厚生等に関する

特別委員会議事要録
｡

日時昭和46年５月12日（水）午前10時～午

後１時

場所国立大学協会会議室

出席者相磯委員長

柳川，山本，近藤各委員

苫米地，手塚各専門委員ｒ

相磯委員長主宰のもとに開会。

委員長より，開会の挨拶があったのち，前回

（３月５日）委員会（在京委員および専門委

員）の議事要録を朗読し，承認され,Lついで，

公務員宿舎の増設等の要望については，３月１１

日関係筋へ出向いて要望した旨報告があって議

事に入った。

Ｏ保育所設置に関する要望書について

本日は前回の上記委員会で検討された保育所

設置に関する要望書（案）について，その後事

務局長の手許でまとめた別紙原案によって再検

討することとし，検討に先だち，会議資料とし

て配付した名古屋大学から寄せられた別紙「保

育所設置の要望書」と「国立病院関係の保育所

に対する厚生省の取り扱いについて」を朗読，

説明があり，続いて，事務局長作案の要望書の

原案を朗読し，ついで事務局長より，前回案の

修正点とその内容について詳細にわたり説明が

あり，前文と要望書（案）および設置要項(案

全般について審議を行なった。審議の過程にお

いて①女子職員を主として考えそこに重点を

置いているような感があるが，その他の職員や

大学院学生等についても含みをもたせてはどう

蝋
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たい旨了承を求められ，続いて前回の議事要録

を朗読，次のとおり－部修正があって審議に入

った。

２頁下から７行目以下３行を，次のとおり修

正する。

○共通第一次入試は，入学試験を１期.Ⅱ期

の区別を廃止する前提でなければ意味はな

い。

○この方法が実施された場合には，だんだん

この区別が無くなってくると思う。

次いで,審議に入る前に，議事進行について

意見を求められ，秋月委員より，入試期の問題

については,さきに入試期特別委員会において，

各大学および地区の意見なども聞き，‘慎重に検

討されたが，遂に合意に達せず，昭和44年６月

の総会において，第２常置委員会の入試につい

ての抜本的な検討の結果を待って，改めて入試

期について検討することとして一応第２常置委

員会へさしもどしとなり，しばらく休会するこ

ととなった。以来第２常置委員会において改め

てアンケートとして各大学の意見を徴し，その

振り分けについて検討し，一応の参考案を考え

たが，それ以外に方法も考えられないので，入

試期特別委員会で再検討願ってはとの意見に一

致したので，これを理事会に提案することとな

った旨報告があり，これに対して，入試期の問

題は現実には共通第一次入試の問題とからんで

おり，入試期の問題と切り離して共通第一次入

試の問題を論ずることはできないとする意見も

出された。よって委員長より，共通第一次入試

の問題については，目下自由討議によりその利

点をさがしている段階であるが）入試期の問題

が俎上に上ったので，本日はこれと関連する問

題について討議を願うこととしたい旨諮られ，

この問題について質疑応答ならびに忌`瞳のない

力勤｡～②共済組合を主軸とする建前から職員が

中心となり,現状では，院生までを考えるまで

に至っていない。また，この案では，院生まで

含めることは困難である。③最近は職員と学

生を切りはなすことが難しい傾向がある。院生

まで含ませる余地を考えておく必要はないか。

④かえってよけいなトラブルを起こす心配はな

いか，差し当たりは，教職員を対象として考え

ていくべきではないか。⑤院生や非組合員は

保育料をある程度多く出させるとかして準組合

員的に考えてはどうか。⑥定員外の職員の扱

いはどうするか。⑦定員外職員は女子学生等

に含ませておくとの考えはどうか、等種々例を

挙げて意見の交換があり，討議の結果，本案は

別紙のとおり修正することとした。

なお，このことは５月14日開催の理事会に報

告し,了承を得れば，総会に諮って要望書を提

出することとした。

以上で，本日の会議を閉じた。‐

ｐ

電?;》

ロ

翁

⑨

(23）入試調査特別委員会議事

要録

駁

日時昭和46年６月14日（月）１３時30分～１７

時

場所学士会分館８号室

出席者前田委員長

．実方，松永，加藤（東北),秋月，和達

川村，加藤（東工),小野，続，森島，

；藤本プ釜洞外入江，菅，倉田，長瀬，

黒田，中村各委員

前田委員長主宰のもとに開会●

委員長より，文部省の西岡政務次官から本日

夕刻，入試について懇談したいとの話しが出た

ので，やむを得ずこの会議を５時に閉会いたし

日

鞠
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ではない。したがって国立大学への出願者だ

けが受験するものであり，二つの大学へ出願

できるので，これによりＩ.Ⅱ期制による２

回の受験の機会の供与に替えることができる

との考えによるものである。

11）現在の１．Ⅱ期制では，共通第一次試験は

やれないという理由は，共通第一次入試を１１

月に実施するとすれば，やれないことはない

が，二回受験の機会を与える原則からすれば

Ｉ期校とⅡ期校と別々に実施せねばならない

こととなり，実際的には無理であろう。

12）各大学で勝手に自由に実施することは，高

校の指導要領の多様化により，不可能に近い

であろう。ただし学部別ならば別である。

13）現在は，あまりにも何大学用の勉強が強く

出ている。これを共通第一次入試により打破

し，正常にかえることとなればよい。

14）共通第一次入試を仮りに11月に行なうとす

れば，高校の勉強が11月までに切りあげられ

る弊害が生じないか。私立大学が11月に一斉

に試験を行なわない限りは心配はないであろ

う。

15）入試期特別委員会の実施したアンケートの

経過やその結果などをよく理解して議論を進

める必要もあろう。

16）入試の問題の内容をよくする利点はあるか

わりに，危険も大きくなる点もある。全大学

が実施するためには，＋分検討する必要があ

る。

17）共通第一次入試の困難，弊害ならびに高校

側の利点，不利な点（高校側の意見も聞い

て）もうかがいたい。

18）実施するための経費（財源),実施期，高等

学校との関係（協力などの）などの問題につ

いても検討の必要がある。

意見交換があった。発言された主な問題点は次

のとおりである。

１）現行のＩ．Ⅱ期制のままで実施する場合，

１．Ⅱ期制をなくして実施する場合，１．Ⅱ

期を組み替えて実施する場合とケースバイケ

ースで審議を進めてはどうか。

２）１．Ⅱ期制の問題は，入試期特別委員会で

検討されることとなると，それと併行して進

めてはどうか。

３）１．ｎ期の問題とからみ過ぎているようだ

が，入試期の問題とは別個に切り離して進め

てはどうか。

４）ＩＣⅡ期の問題と切り離しては論議はでき

ない。

５）現行のＩ．Ⅱ期制を前提として共通第一次

入試の問題を論議するとなると話しは違う。

６）共通第一次入試のメリットはわかるが，実

施の具体的内容が理解できなくては，いずれ

とも決断がつかない。

７）東大方式もよいが，Ⅱ期校では期間を延ば

すとかしなくては，時間的に実施は無理であ

る。そこで共通第一次入試を実施し，それに

よって足切りをすることも考えられる。

８）共通第一次入試は足切りに使うものと誤解

されやすい。そのために入試の合理化の点が

うすれてくるのではないか（とくに足切りを

しなくてもよい大学もあり，またⅡ期校では

足切りをする時間的余裕がない)。

９）現行のＩ．Ⅱ期制のもとで実施した場合，

同じ入試問題，同じ内申書である大学には入

学し，ある大学には入学出来ないことになる

ことに問題がある。

10）共通第一次入試によって，Ｉ．Ⅱ期の問題

が解消するとの考えは，共通第一次入試は，

大学の入試であり，いわゆる「共通テスト」

⑫
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以上で一応論議を閉じ，委員長より，共通第

一次入試を実施することになれば，相当の予算

が必要であることも覚悟しなくてはならない。

全大学が実施する建前である以上，十分に検討

しなくてはならない。第２常置委員会では従来

から検討されていたので，実施されたアンケー

トの経過やその結果などもよく理解されている

が，はじめての方々もそれらの点も十分理解さ

れた上で，全体として納得されたものでないと

いけないと思う。今までにかなり多くの意見が

出されたようだが，次回には，なおこの作業を

続けてやるかどうかを決めたいと思う。

なお，総会には，今までの審議の経過を報告

し，次回は７月に入って開きたい。今日の議事

要録は委員会前にお届けすることとしたい。

次回委員会は７月12日（月）１３時30分より１７

時まで，学士会分館３号室において開催するこ

ととした。

（第３研究部会）

秋月，武田（主査）各委員

佐々木，小野，鈴木各専門委員

和達副会長（第２部会長）主宰のもとに開

会。

初めに，和達副会長より，本日は，過日各大

学へ送付して意見を伺っておりました「大学問

題に関する調査研究報告書（案）」について，

別紙のとおり各大学（本日現在回答校5４（内意

見があるもの31,意見のなかったもの23）から

意見をいただいたので，これらの意見に基づい

て上記報告書（案）の再検討を行ない，別紙審

議日程によって各研究部会を開催して，修正点

の再検討を願い，その上で，さらに各研究部会

の全体会議を開催し，全体的に各部会の調整を

行ない，最終的の報告書（案）をまとめたいと

挨拶があった。

ついで，丁子主事から会議資料の説明があっ

て，議事に入った。

1．大学問題に関する調査研究報告書(案)審議

予定その他について

このことについては，事務局長より，別紙予

定表によって審議日程の説明があり，議長より

この予定によって報告書（案）の最終的のとり

まとめをすることとした。なお，本日午後の各

研究部会は，できれば午後４時頃までに終わら

せその後再び「各研究部会全体会議」を開いて

各部会の意見や修正点の説明を聞き，全体的に

検討調整し，今後の予定をきめることとした。

また，この報告書（案）全体の修正箇所が決定

した場合は，理事会，総会において説明する必

要があるので，前回の「中間報告」と今回修正

した「報告書（案）」との主な修正箇所の説明

書を各研究部会からそれぞれ提出して貰うこと

とし，その原稿は６月７日（月）までに事務局

、
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(24）大学運営協議会研究部会

全体会議議事要録

（午前の部）

鰯
日時昭和46年６月２日（水）午前10時～午

前11時30分

場所学士会分館６号室

出席者柳川（第１),和達（第２),中川(第３）

各研究部会長

（第１研究部会）

小野委員

伊藤，長沢各専門委員

（第２研究部会）

広根，宮島各委員

小野，柿内，綿貫，越後谷，下沢各専

門委員

侭１
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きにその点をはっきり書いてはどうか。

○各研究部会の調整は現実的には難しい問題

であるが，現段階ではある程度「はしがき」

にもり込んで修正補足することとしたい。

a中教審｢高等教育の改革に関する基本構想」

に対する見解について

このことについては，宮島委員より，つぎの

とおり発言があった。過日，中教審「高等教育

の改革に関する基本構想」に対する国立大学協

会側の見解を公表する際，新聞記者会見の時に

記者側より，この見解に基づく改善案を発表し

た場合，国立大学協会として，これを実行する

意志があるのか，また，この見解には，国立大

学だけに限って述べてあり，他の公・私立大学

には触れていないがこの点はどう考えるかとの

質問があったが，今回の「大学問題に関する調

査研究報告書」を公表するならば,/やはり国立

大学協会としての態度をもう少しはっきり出し

ておいた方がよいのではないかとの意見があっ

た。

つづいて,このことに対して和達副会長より，

確かにこの点は問題はあるが，現段階ではこの

報告書（案）程度にしておいて，「はしがき」

あたりで将来は国・公・私立のことも併せて検

討すべきだということを触れておいてはどうか

との意見があった。

以上で午前の会議を閉じ，続いて第１；第２

第３の各研究部会に分かれてヅそれぞれ会議を

することとした。

主で届けて貰うこととした。

２各研究部会から見た，各大学からの意見に

ついて

武田委員（第３研究部会主査）より，全体と

して各大学からの意見について，つぎのような

点が述べられた。

①全体としては，中間報告（案）は，各研究

部会の報告が，ぱらぱらで平灰が合わない感

があるとする点。

②大体において，大規模大学を念頭において

小規模大学のことを念頭においていないよう

だとする点

以上のような意見があるが，これらの点をど

の程度に調整するか，この点をさらに検討をし

て，大幅な修正をするとすれば，短時日では到

底その余裕がないのではないかと述べられ，つ

いで，このことに関してつぎのような意見があ

った。

○一貫性を欠いた点は，第１部会では始めか

ら意識したものであり，各部会の論理が根本

的に違っているなら別だが，多少の相違なら

表現の仕方を変更する程度でよいと思う。

○まだ，全体を読んでいないので，全体的意

見の調整は，本日午後行なわれる各研究部会

の意見を聞いた上でなければ無理であるので

それを待ってから考えたらどうか。‐

○人事関係の箇所にかなり問題があると思わ

れるが，その他は全体的に見て見方に違うよ

うだが，特に大きく本質的に違う点はないよ

うだ。

○第２研究部会の体制の上で，第１研究部会

の管理運営を考えるとなると一貫するが，一

方で新構想を提案しながら，一方で現行の下

で書いている点が問題になるが，第１研究部

会では現行以上には書きようがない。まえが

③

▲

鰯
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鰯
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(25）大学運営協議会研:究部会

全体会議議事要録

〔午後の部）

働

日時昭和46年６月２日（水）午後４時～午

-７６－
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後６時

場所学士会分館６号室

出席者柳川（第１),和達（第２),中川(第３）

各研究部会長

（第１研究部会）

小野委員

伊藤，長沢各専門委員

（第２研究部会）

広根，宮島各委員

小野，柿内，綿貫，越後谷，下沢各専

門委員

（第３研究部会）

秋月，武田（主査）各委員

佐々木，小野木，鈴木各専門委員

中川第３研究部会長座長となって開会。

中川座長より，午前に引続いて，研究部会全

体会議を開いて，本日午後１時より各研究部会

を開いて検討した「大学問題に関する調査研究

報告書（案）」の修正点について，その検討状

況を各研究部会から説明を願うこととしたいと

挨拶があり，続いて各研究部会から，つぎのと

おり説明があった。

（第１研究部会報告）

第１研究部会担当部門に関する各大学から

の意見を検討したところ，①助手の扱いに関

する問題,②事務職員の扱い,③大学間の人事

交流の問題等が多かったが，これらの問題は

何れも第２研究部会の担当部門と密接な関連

があるので，第２部会との関連を第１研究部

会の方でも述べてほしいとの意見があった。

その他この「報告書（案）」特に第１研究部

会の分は全体的に見ると，大学紛争の対策的

の考えの上に立って書かれているようだが，

できるだけ「紛争」という用語を使用しない

でほしいという意見もあった。

以上のことを考慮に入れて明３日までに修正

案をまとめることとした。

（第２研究部会報告）

第２研究部会では，担当部門については新

しい構想で書きまとめたので）必ずしも現行

制度では無理であるようなことまで立ち入っ

て書いてあるので，全体として他の部会と合

致していない部分がある（この点かなり多く

の大学から指摘があった）ので，その点を

「まえがき」の部分で趣旨，目的を書き加え

ることとした。また，各大学からの意見は，

つぎのように分担をきめて修正案を明３日ま

でに作ることとした。

「はしがき」．．…･和達部会長

｢補説」……綿貫専門委員

「教員養成」……小野専門委員

（第３研究部会報告）

第３研究部会では，各大学から寄せられた

意見のうち，第３研究部会の担当部門に関連

する意見（18大学）をピックアップして，意

見の交換を行ない，（１部の大学については

検討の時間が無かったので明３日引続いて検

討することとした）大体の修正箇所がきまっ

たので，明３日各担当者がそれぞれ担当部門

の修正案を持ち寄って，最終的の修正案をき

めることとした。

以上で本日の会議を閉じた。

駒
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(26）大学運営協議会研究部会

全体会議議事要録

日時昭和46年６月５日（士）午後２時～午

後５時30分

場所東京大学医学部附属病院構内好仁会２

階会議室
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②「Ⅱ制度」の項については，武田委員

より，「報告書（案）」の

（１）多様化の要請，(1)大学財政の貧困，

（２）入学試験制度改善についての諸提案の

項の初め部分，（３）入学試験制度改善にお

ける諸問題の項のｂ）の項の修正をし，そ

の他多少字句の修正をしたいとその考え方

を説明し，その修正原案は，７日までに事

務局まで出して貰うこととした。

③「研究」の項については，担当者の小野

木専門委員欠席のため，武田委員より「報

告書（案）」の「3．産学協同」の項は再

考のうえ，多少の修正をしたいと意見を述

ぺられ，了承された。

④「Ⅳ教育」の項については，佐々木専

門委員より，別紙のとおり修正した旨説明

報告があって了承された。

(4)合同研究部会担当部門の修正点について

柳川座長より，合同研究部会担当の「Ⅳ

大学における学生」の部門については，各大

学よりあまり意見もなかったので，内容の修

正は殆んどなかったが，綿貫委員が「報告書

（案）」を別紙のとおり書き改め，なお，文

章のわかりにくい箇所を書き改めたり，一部

字句の修正を行なった旨を報告し，承認され

た。

以上で各部会ごとの修正報告が終ったが，

最後に柳川座長より，全体的に見て，大学財

政に関して各大学よりかなり意見があったの

で，この問題もどこか適当な箇所に意見をも

り込んでおいた方がよいのではないかとの意

見がありこの点については「報告書（案)」

の83頁の箇所を武田委員に依頼に修正してい

ただくこととした。

(5)「まえがき」について

出席者柳川（第１),和達（第２）各部会長

秋月，小野各委員

武田，田畑各主査委員

沢田，長沢，佐々木，総山各専門委員

柳川第１研究部会長が座長となって開会。

Ｏ大学問題に関する調査研究報告書（案）の

修正について

初めに，柳川座長より，本日各研究部会でそ

れぞれ検討した修正箇所について各部会ごとに

説明を願いたいと挨拶があり，ついで，各研究

部会より，つぎのとおり説明報告があった。

(1)第１研究部会担当部門の修正について

柳川部会長より，第１研究部会担当の「Ｉ

大学の管理運営」の部門については，全体と

しては，大きな修正点はなかったと前置きさ

れ，つぎの箇所を別紙のとおり修正をした程

度である旨説明報告があった。

①「はしがき」について

②「４教員の人事」について

③「Ｉ大学の自治と学部の自治」につい

て

④「６事務局」について

(2)第２研究部会担当部門の修正について

和達第２研究部会長より，第２研究部会で

は，各大学からの意見を総合して検討の結果

本日は「はしがき」の最後の部分の修正をし

た程度で，内容的には大きな修正はないが，

多少の表現や字句の修正をするよう目下検討

中の段階であり，最終的の修正は，７日朝ま

でに決定する旨説明報告があった。

(3)第３研究部会担当部門の修正について

①「Ｉ総説」の項については，田畑委員

より，大幅に修正したいのでその修正原案

は本日中に整理して事務局まで出して貰う

こととした。
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文部省として正式に決まったものではなく，今

の段階では，明年度の概算要求については，こ

のように考えているという程度のものであり，

来たる５月21日に開催の全国国立大学事務局長

会議までには正式に具体案を作成し，その際そ

れぞれの関係官から説明する予定になっている

旨述べられ，別紙資料「昭和47年度国立学校特

別会計概算要求について（案）」を朗読の上，

つぎのとおり説明があった。

明年度予算編成の大筋の考えは，昨年度に引

続いて，教育・研究条件の質的充実に重点を置

き量的拡大は原則として行なわない方針である

と前置きされ，別紙資料によって，つぎの項目

をとりあげてその考え方や方針等について説明

があった。

(1)学年進行による教官の増員等既定方針によ

る教育・研究条件の整備を最優先に取り扱う

こととし，新規事項については必要性が強く

緊急度の高いものに限定する。

(2)既設医学部の拡充（入学定員増加も含む）

に努め，４７年度以降２～３の医学部または医

科大学新設の準備を行なう。

(3)沖縄の本土復帰に伴い，琉球大学を国立大

学に移管するに当たって所要の整備充実を図

る゜

(4)国立学校について

①学科の新設・改組等

②附属研究施設，実習施設センター等の新

設・整備

③教員養成学部の整備

④短期大学の整備充実

⑤高等専門学校の整備充実

⑥‘情報科学，情報処理教育の推進

⑦厚生補導の整備充実

⑧留学生教育の整備充実

加藤会長作案の本報告書の最初の部分にあ

たる「まえがき」案について，種々の意見交

換を行ない，検討の結果，同案を別紙のとお

り修正することとした。

以上で，本日の全体会議を閉じ，本日修正未

了の分については，６月７日（月）までに修正

案をまとめ，前報告書（案）との相違点（修正

点）の説明書と共に事務局まで届けて貰うこと

とした。

で罰

(27）特別会計制度協議会議事

要録

日時昭和46年５月13日（木）午後１時～午

後３時

場所国立教育会館第２特別会議室

出席者（文部省側）

安養寺審議官（村山委員代理),岩間，

須田各委員

高橋人事課長，柏木計画課長，萩原給

与班主査，矢口総務班主査，外（国立

大学協会側）

加藤議長，近藤，和達，加藤（六),前

田，田中各委員

望月，藤吉，手塚，鶴田各専門委員

カロ藤議長主宰の下に開会。

初めに，議長より，本日は特別会計制度協議

会運営方針に基づいて「予算概算編成前の定例

会議」を開催し，昭和47年度国立学校特別会計

予算概算編成方針に関する事項その他について

審議を願いたいと挨拶があり前回（46.3.25）

の議事要録の朗読は省略して，議事に入った。

1．昭和47年度国立学校特別会計予算概算編成

方針について

初めに，安養寺審議官より，この問題は,未だ

鰯
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連病院にゆずり，もっと小規模にすることは

どんなものか。

(2)昨年度予算においても施設基準の改訂は見

送るとの説明があったが，大学改革との関連

においても基準の改訂は考えるべきものと思

う。

(3)大学院学生に対しても，研究旅費（調査旅

費的なもの）を支出できるような方途を考え

てほしい。

(4)不完全講座の整備充実については，最近振

替によって，ある程度みたされている，最近

は振替の財源が少なくなったが，大学の要求

があれば今後も続けてほしい。

(5)別紙の項目によらない小さいことでも，大

学として困っているとの要望があれば，文部

省としてできるだけ要望にそうよう努力した

い。

3．事務の簡素化について

鶴田専門委員から，つぎのような発言があっ

た。

この問題は，予てから懸案になっているが，

あまり大きな進展もなく今日に至っている状態

である。実効をあげるには，各大学毎に会計，

人事，教務と個々に検討していってはどうか。

これらをまとめて委員会のようなものをつくっ

て十分検討し，その結果をまとめて国立大学の

事務局長会議あたりでとりあげ検討して見ては

どうか。また，この問題は，文部省側からも積

極的に各大学へ働きかけて貰ったらどうかと思

う。

なお，このことについて，議長よりも具体的

に組織をつくって検討にとりかかってほしいと

要望があった。

以上で本日の議事を閉じた。

⑨大学附属図書館の整備充実

(5)大学附属病院

①教育・研究および診療体制の充実

②看護体制の充実強化

(6)大学附属研究所

①研究所の新設・改組

②既設の研究所の整備

(7)重要基礎研究の推進

(8)施設の整備

(9)事務の合理化

以上の各項目にわたり説明があった。続いて

近藤委員（第６常置委員長）より，本日午前中

に開催された第６常置委員会においても文部省

側から，この予算概算編成方針について説明が

あり，その際，つぎのような意見や要望があっ

た旨報告があった。

○教官研究費の基準の大幅な引上げをしてほ

しい。

○医学部附属病院のあり方について再検討す

る必要がある。

○学部に基礎をおかない大学院専攻課程の設

置について

○各大学から，種々の要望があると思うが，

小さい問題でもその大学としては重要な問題

である場合があるのでそのこともできるだけ

考慮に入れ，編成してほしい。

2．国立学校特別会計制度の改善および運営に

ついて

このことについては，つぎのような意見や要

望があった。

(1)医学部特に附属病院のあり方について再検

討をしてほしいと国立大学協会から意見があ

ったが，文部省としても目下検討をしてい

る。附属病院は現在のような大規模なもので

なく，ある程度例えば診療部門等の一部を関

夢
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Ｃ要望書等
◆

￣且

鰄

よって，政府においては，昭和47年度以降国

立大学教職員の定員削減については，実`情を十

分に理解され，ぜひとも国立大学教職員をその

枠外として対象から除外するよう特段の措置を

とられることを強く要望いたします。

また，研究教育上必要不可欠な定員外職員を

定員増加の措置により定員内職員に組み入れる

ことについても併せて要望いたします。

昭和46年５月15日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

〔参考〕

昭和47年度以降の定員削

減に関し国立大学教職員

を適用除外とすることに

ついての要望薑

１
９

政府においては，昭和43年度以降毎年国家公

務員に対する定員削減の措置を講じられ,その

都度国立大学協会は国立大学教職員を定員削減

の適用から除外するよう要望してきました。

国立大学教員は，研究・教育の業務を現場に

おいて遂行しており，それぞれその専門別に定

員が定められているため，定員削減により，必

要な分野の研究・教育の要員を欠くこととなり

学問の遂行に，大きな支障をきたしておりま

す。

また，このことは，大学の研究教育を補助す

る教務，技術，海事，図書，医療等の職員につ

いても同じくあてはまることであります。

本来，大学における研究と教育は,人員不足

のゆえをもって一日たりともゆるがせにするわ

けには行きません。したがって，現状でも各大

学においては，研究・教育要員の不足から，や

むを得ず身分の不安定な定員外職員を雇用し，

辛じてその使命を果たしているのが実情であり

ます。しかも，これらの定員外職員の数は，研

究・教育施設・設備等の拡充整備に伴う業務量

の増加に伴い逐年増加しつつあります。したが

って，昭和47年度以降さらに国立大学教職員の

定員削減が強行されるならば，研究・教育面の

障害は，はかり知れず，大学としての使命を果

たすことが一層困難になります。

鰯

国立大学教職員の定員削

減問題に関する要望書

昭和45年８月24日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

国立大学教職員の定員削減については，国立

大学協会として，従来からその適用除外を要望

してきたところであります。今回さらに昭和４７

年度以降の定員削減が問題となっておりますが

国立大学教職員はその性格が一般の行政職公務

員ときわめて異なっておりますので，その特殊

性にかんがみ，定員削減のわく外としてその対

象から除外するよう，強く要望いたします。そ

の理由は次のとうりであります。

１．国立大学教職員の特殊性

国立大学教職員は，研究・教育の業務を現

場において遂行しており，その定員を削減さ

れることは研究・教育という特殊の業務の遂

行にいちじるしい障害をきたすことになる。

⑨
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ろ大学の運営および改革にとって大きな障害

となるものといわざるをえない。

要望先

文部省坂田文部大臣，天城事務次官，村山

大学学術局長，安嶋官房長

行政管理庁荒木長官，大国事務次官，河合

行政管理局長

内閣保利官房長官，木村副長官，小池副長

官外

大蔵省福田大蔵大臣，澄田事務次官，鳩山

主計局長，橋口主計局次長外

どのように形式上は一般職の公務員であって

も実質的に性格の異なる国立大学教職員を定

員削減の対象とするのが適当でないことは，

高校以下の教職員が地方公務員であるとはい

え定員削減の対象とならないこと，および，

三公社五現業の現業職員について総定員法の

わく外とされていることと対比してみても，

明らかであるといえよう。もとよりこのこと

は，国が国立大学の研究・教育の特殊`性と重

要性をどう評価するかという政策的判断にか

かるものであることはいうまでもなく，政府

の理解ある判断を期待するしだいである。

2．国立大学教官等の専門職としての性格

国立大学教職員のうち，とくに教官につい

ては，その専門別にそれぞれ定員が定められ

ており，その定員を削減することは必要な分

野の研究・教育に穴をあけ，学問の遂行に大

きな支障をきたすことになる。このように職

務の代替性と融通性を欠いていることは，大

学の研究・教育を補助する教務・技術・技能

海事・図書・医療等の特殊の職種の職員につ

いても同じくあてはまることである。

なお，国立大学の教官については，ある程

度の欠員があるが，これは適任者をもって充

てる必要上から，さしあたり欠員となってい

るものであり，これをもって定員に余裕があ

ると見ることは，大きな誤りであるといわざ

るをえない。

３．大学改革との関係

国立大学教職員の不足が大学運営の障害と

なっていることは，大学紛争の過程で痛感さ

れたところであるが，今後の課題である大学

改革においては，予算および人員の充実が大

きな前提条件となるといってよい。その点か

らみて，これ以上の定員削減は，今後におけ

ロ

綴;〉
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国立大学協会

昭和46年６月16日

国立大学教職員については，その職務の特殊

性にかんがみ，第二次定員削減から除外する措

置を講ずべきである。

理由

国立大学においては，近年における学部・大

学院の学生数の急増，学内の発展に伴う施設・

設備の増加等のため，教職員に著しい不足をき

たしている実状にある。この際，第一次定員削

減に続いて第二次削減が強行されるならば，現

場における研究・教育の基礎を危うくすること

は明らかである。ここに，政府の第二次定員削

減計画に対し，国立大学教職員についての特段

の政策的判断を求めるしだいである。

要望先

保利内閣官房長官，木村内閣官房副長官，小

池内閣官房副長官，青鹿内閣審議室長

凸
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木田大学学術局長，安嶋管理局長，菅野教育

施設部長，渋谷体育局長，他関係官
３体育系サークル部室の

新営について
､

￣

關
４国立大学共同利用研修施設

（仮称)設置に関する要望書
昭和46年６月25日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

大学教育における課外活動の重要性と，とく

に体育系サークル部屋の現状とにかんがみ，別

紙のとおり要望書を提出いたしますので，これ

が実現方について格別のご配意をお願いいたし

ます。

要望書

体育系サークル部室の新営について

大学における課外の体育，文化サークル活動

が，学生の人間形成上，大きな意義と価値を有

することについては，いまさら申し述べる必要

もないことと存じます。殊に，現在のマスプロ

化し，大衆化した大学においては，全人教育の

観点から特にその必要が痛感されます。

各大学においても，課外活動に関する施設・

設備の整備・充実を図るため，最大限の努力を

していますが，いずれにしても国の予算援助が

必要であります。なかでも特にサークル部室の

新営に要する経費の予算化が望まれます。この

観点から，昨年３月本協会会長名をもって，文

化系サークル部室の新営についての要望書を提

出しましたが，このたび本協会の第３常置委員

会において，別紙「体育系サークル部室の新営

についての意見」をとりまとめました。なにと

ぞ事情ご賢察の上，その実現方について格別の

ご理解とご高配を賜わりますよう切に希望いた

します。（別紙「意見書」省略）

要望先

文部省

坂田文部大臣，村山事務次官，井内官房長，

⑧

昭和46年６月25日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

国立大学協会は，予てより教員と学生の共同

生活を通じて，教員と学生の融合をはかるとと

もに，各学部間ならびに各大学間の研究と教育

の交流をはかる目的をもって共同利用研修施設

（仮称）設置計画について検討してまいりまし

たが，このたび別紙のとおり設置計画の成案を

得て本年６月24日開催の第48回総会においてこ

れが決議されました。

つきましては，別紙「共同利用研修施設（仮

称）計画」の趣旨をとくと考慮され，その実現

方につき特段の配慮をされるようここに要望い

たします。

共同利用研修施設（仮称）設置計画

社会の発展に対応すべき大学の役割は日とと

もに重要となりつつあり，大学もまたこの使命

を果たすため，あらたな態勢をととのえるべく

改革問題をとりあげて，研究ならびに教育の成

果をあげようと努力している。このためには従

来の講義形式のみならず教員ならびに学生が，

すぐれた自然環境のなかで共同生活を通じて一

体となって相互の研磨に努め，学部の自主性の

上に立ちながらも学部間の壁を取り除くととも

に国内外の大学間の交流をはかり，相互の融合

接触を密にし，研究ならびに教育のあらたな態

勢をととのえる必要があることはいうまでもな

い。

以上の目的を達するため，ここに共同研修施

繍
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設（仮称）の設置を計画するものである。

なお，この施設は，以上の目的に使用する余

裕を見て教職員の福利厚生施設にも利用する。

その設置要領は，つぎのとおりである。

共同利用研修施設（仮称）設置要領

１．事業

この施設は，つぎの目的に使用する。

（１）学生および教員の合宿研修

（２）大学が必要と認める学外の実習・演習・

体育実技等

（３）大学が必要と認める課外活動

（４）教員と学生の交歓行事

（５）教職員の福利厚生

（６）その他大学が研究・教育上必要と認める

事業

２．施設・設備

（１）おおよそ200名が同時に宿泊利用できる

施設と設備

（２）建物面積は，すべてを含め約3,000,2

（３）敷地は，右の目的を達成するために充分

な用地

３．管理

（１）管理は，この施設を利用する大学のうち

特定の大学がこれに当たり，これに必要

な管理要員を増員する。

（２）管理の責任者は，管理に当たる大学の学

長または学生部長とする。

４．設置場所

各地区に少なくとも二カ所を設置する。

要望先

文部省坂田文部大臣，村山事務次官，井内

官房長，木田大学学術局長，安嶋管理局長，

菅野教育施設部長，外関係官

大蔵省福田大蔵大臣，鳩山事務次官，相沢

主計局長，外関係官

５大学保健管理施設の増加，

充実について
の

鰯昭和46年６月25日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

国立大学協会は，かねてより大学保健管理の

重要性と保健管理センターの充実整備の必要を

認め，これが実現について要望してまいりまし

たが，昭和47年度においては，さらに一層の推

進を期するため，重ねてここに別紙要望書を提

出いたします。

つきましては，右要望に対し，特別の措置が

講ぜられ，これが実現について格段の配意をお

願いいたします。

要望書

大学保健管理施設の増加，充実について

国立大学協会は，保健管理の教育上の重要性

にかんがみ，大学における保健管理施設の増加

改善，整備について，くりかえし，要望してき

たところであるが，幸い関係方面の深いご理解

とご協力とを得て，逐年保健管理センターの設

置されつつあることは，われわれひとしく感謝

するところである。

今や同センターにおいては，一般的な保健管

理業務すなわち健康診断，健康相談，各種検

査，予防接種救急処置などのほかに,現在最も，

学内の関心事である精神衛生，災害保障，公害

防止などの諸問題に直接関与する必要が生じ，

その業務はますます重大性を加えているので，

このセンターの設立要旨に従って，独立的な機

関としてその業務を遂行するため，所長に専任

の教授定員を配置されたく，なお，その施設の

整備拡充とその経常費の増額など，あわせてご

考慮を払われたく，ここに重ねて強く要請する

｡
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入れについて，緊急に次の措置を講ぜられるよ

うここに強く要望する。

1．留学生等の派遣について

外国の大学から留学生あるいは教員を受け

入れるにあたって，これと相互交流を図り外

国大学に学生を留学させ，または教員を派遣

する方途を講ずることが望ましい場合が多い

が，単位の互換制。在学期間の通算等の措置

も講ずる必要があり，これらの問題は解決し

たとしても，実際に行なうことは財源の確保

の点から困難があり，既存の民間奨学金に期

待することもむずかしい状態である。とくに

留学生の交流について具体的折衝が行なわれ

ているものについても，外国大学から強い要

望があるにもかかわらず相互交流のために派

遣する旅費を支出する方途がなく，その実現

を困難にしている。

よって，政府におかれては，かかる事情を

考慮され，大学の研究・教育の国際交流を円

滑に行なうために，昭和47年度予算に留学生

および教員を海外に派遣させるための旅費，

滞在費等について，適切な予算措置を講ぜら

れたい゜

２．留学生の受入れについて

（１）日本語科目等の開設

各大学が大学設置基準の一部改正による

特例措置を活用して，留学生の負担を軽減

し，合理的な教育課程を編成するため，日

本語科目等を開設するにあたっては，これ

に必要な教員定数の確保およびそのための

予算措置を講ぜられたし､。

（２）チューター制度の採用

大学における外国人留学生の勉学効果を

期するためには，教室等における勉学に加

えて，課外の特別指導を行なってこれを補

次第である。

要望先

文部省坂田文部大臣，村山事務次官，井内

官房長，木田大学学術局長，安嶋管理局長，菅

野教育施設部長，外関係官

大蔵省福田大蔵大臣，鳩山事務次官，相沢

主計局長，外関係官

蕊

⑥

６大学の研究・教育における

国際交流を活発にするため

の予算措置に関する要望書

について

昭和46年６月25日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

国立大学協会においては，かねてより大学の

研究・教育における国際交流を活発に行なう方

途について検討してまいりましたがこの度当協

会第48回総会において別紙のとおり要望書が決

議されましたので，ここにこれを提出いたしま

す。

つきましては，別紙要望書の趣旨にそい適切

な予算措置を講ぜられるよう格段のご配慮をお

願いいたします。

大学の研究・教育における国際交流を活発に

するための予算措置に関する要望書

当協会はかねてより，大学の研究・教育にお

ける国際交流を活発に行なう方途について検討

を行なっているが，わが国における国際交流の

現状にかんがみ，国際間における学術文化の向

上に寄与することが強く望まれており，そのた

めに留学生および教員の交流を活発に行なうこ

とが，刻下の急務と考えられる。よって，留学

生および教員の派遣ならびに外国人留学生の受

鰯
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強し，あわせて各種生活上の指導をも行な

うことが必要であるが，このため専攻分野

に関する特別な指導等にあたるチューター

制度を採用するために必要な予算措置を講

ぜられたし､。

（３）私学留学生に対する援助措置の拡大

現在，わが国の大学に在学している私費

留学生に対しては，昭和46年度から医療費

について国費による５割補助の施策が講ぜ

られたにすぎないが，私費留学生は全留学

生の８割以上を占めており今後さらに増加

が予想されるので，国費留学生についての

みならず，私費留学生に対しても積極的に

国の援助を拡充し，それに必要な予算措置

を講ぜられたい゜

要望先

文部省坂田文部大臣，村山事務次官，井内

官房長，木田大学学術局長，安嶋管理局長，

菅野教育施設部長，外関係官

大蔵省福田大蔵大臣，鳩山事務次官，相沢

主計局長，外関係官

外務省加川文化事業部長

自民党対外経済協力特別委員会小金委員長

とその改善の緊要性にかんがみ，右要望書の趣

旨が実現されるよう特段のご配慮をお願いいた

します。

国立大学教官等の待遇改善に関する要望書

国立大学教官の待遇は，その責務の重要性と

特殊性にもかかわらず，公務員の給与体系の一

環として劣悪な状態におかれていることは，社

会の各方面において広く認められていることろ

である。あらゆる分野の人材の養成をも含めて

社会の将来にかかわる大学の使命と責任を果た

していくためには，大学教官の待遇改善をはか

ることが緊急の課題であることを毎年強調して

きた。ここにつぎの諸点の実現方をとくに要望

する。

1．給与の根本的改善をはかるため，調査会ま

たは協議会を設置すること

大学は，あらゆる方面で指導的あるいは中

心的役割を果たすよう要請されており，その

研究と高等教育の重要性はますます大きくな

りつつあり，しかも，学問の急速な発展に伴

ってその水準の維持向上をはかるためには,．

たえざる努力の傾倒が必要である。この努力

によって初めて講義＞演習，セミナーおよび

実験指導等を通じて多数の学生等を啓発育成

しうるのである。

他方，大学の巨大化に伴って，大学教官の

教育と管理についての負担は著しく増大して

いる。しかるに，大学教官の実質的待遇は，

諸外国にくらべてきわめて劣悪であるのみで

なく，同年輩の大学卒の大企業の職員はもち

ろん，一般公務員にくらべても相当に劣って

いる。

今や大学教官全体に対して，その職務にふ

さわしい待遇を与えるよう充分配慮すべき時

期にある。国立大学協会は，かねてより大学

ク

(1夢

①
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７国立大学教官等の待遇改善

に関する要望書について

昭和46年６月25日

国立大学協会

会長カロ藤一郎

国立大学協会は，国立大学教官等の待遇改善

に関し，この度当協会第48回総会において別紙

のとおり要望書が決議されましたので，ここに

これを提出いたします。

つきましては，国立大学教官等の待遇の現状

Ｃ

鰯
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教官の給与体系の根本的再検討と待遇の改革

のため，調査会または協議会の設置を要望し

てきたが，早急にその発足について措置を講

ぜられたい゜

2．緊急に待遇改善を要する事項

上述した根本的改善をはかるためにも，現

行給与体系のなかで，つぎの諸点について緊

急に措置されたい。

（１）中堅教官の待遇を大幅に改善すること

一般公務員と比較しても，大学教官の実

質給与は，３０才位から55才位までの間がと

くに低く別現在すでに20パーセント前後の

格差を生じている。

これら中堅教官こそ研究と教育の中心的

な担い手であって，それぞれが安んじてそ

の職務に専念できるよう配慮することこそ

大学の将来の発展に対してきわめて重要で

ある。高校以下の教員に対する教職調整額

の新設の関連もあり，さらに，初任給と指

定職の給与の引上げに伴い過去数年間にわ

たって，いわゆる「中だるみ」が累積して

いる現状から，中堅教官に対して少なくと

１，２０パーセント以上引上げ，「中ふくら

み」の給与表に改善されたい。

また，定員制の関係上，上級職への格上

げができないため，給与が頭打ちをしてい

る現行俸給表を改訂し，研究助手以上の教

官の給与体系を－本建てに近いものにする

ことを，あわせて考慮されたい。

（２１大学院に関係する教官の調整額を増額す

ること

学術の発展が急速であり，かつ国際的レ

ベルで行なわれている現在，わが国の研究

水準を高揚すべき任務を負う大学院の役割

は，きわめて重大であり，さらに，学生数

も全体として急増している。この現状にお

いて，大学院に関係する教官は，最新の研

究成果をたえずとり入れつつ，講義，課題

研究の指導と援助を行なっており，その負

担が量的にも質的にも著しく重くなってい

る。したがって，大学院の職責に見合うよ

う，現在の調整額を少なくとも４パーセン

ト以上増額するよう措置されたい。

なお，助手に対する調整額の支給定数を

増加することおよび修士課程のみをおく大

学の助手をも支給対象に加えることを，あ

わせて考慮されたい。

（３）指定職の範囲を拡大し，その定数を増加

すること

学長の給与の改善に伴い，教官の給与を

引上げるために指定職乙の制度が設けられ

たが，現状は停年直前の一部教官に適用さ

れているにすぎない。しかしながら，国立

大学教官のうちには，研究上著しい功績を

あげ乳多年教育に従事して多くの人材を育

成し，あるいは部局長等として大学の管理

運営に努力を傾けているものが多い。よっ

て，指定職乙の範囲と定数を大幅に拡充す

るよう配慮されたい。

（４）研究教育補助職員の給与を改善すること

大学における研究教育を十分に遂行する

ためには，教務職員および司書・技術職員

等の果たす役割も大きく，諸外国において

は，諸外国においては，習熟したこれら職

員を確保するため特別の配慮がなされてい

る。この点からその給与について，とりわ

け給与の頭打ちの解消について改善を要望

する。

要望先

佐藤人事院総裁，坂田文部大臣，福田大蔵大

1愚，

、

縄

①

＠

鏑

Ｃ悪、

－８７－



方法によりこの問題を早急に措置すべきである

と考え，第48回総会において協議の結果本要望

書を決議いたしました。

ついては，文部省をはじめ関係方面におかれ

ては，国立大学における職員構成の特殊事情を

とくと考慮され，これが実現方について格段の

配慮をされるよう，ここに要望いたします。

（別紙）

国立大学保育所設置要項（案）

1．保育所を設置しようとする大学の文部省共

済組合支部長は，事業計画書および予算書を

添え，文部省共済組合本部長の承認を受け

る。

2．保育所の設置者である文部省共済組合は，

その運営に関する一切の責任を負う。

3．保育所の施設・設備費は，保育所を設置す

る文部省共済組合支部のおかれている大学が

負担する。

4．保育所の保母その他の要員の給与は，文部

省共済組合が負担する。

5．保育料は〆給食その他保育所の諸経費に充

てる。

保育料の額は，文部省共済組合運営審議会

の議を経て，共済組合本部において決定す

る。

6．なお，大学院女子学生等についても，特別

の措置を講ずることにより，本施設を利用さ

せ得るよう考慮すること。

要望先

坂田文部大臣，竹村国家公務員共済組合連合

会理事長，村山国家公務員共済組合文部省本

部長，外関係官

臣，外関係官

８保育所設置に関する要望に

ついて

昭和46年６月24日

国立大学協会

会長力Ⅱ藤一郎

国立大学は，他の行政官庁と異なり，研究室

病院等に多数の女子職員を擁しているため，本

年６月24日開催の第48回総会において保育所設

置に関し，各大学より強い希望と意見が提案さ

れ，’慎重審議の結果別紙のとおり要望書を決議

いたしました。

ついては，国立大学の職員構成上の特殊性を

了解され，保育所設置に関する別紙要望書の趣

旨が実現されるよう特段のご配慮をお願いいた

します。

要望書

保育所の設置について

現在，国立大学の研究室。病院等においては

多数の看護婦その他の女子職員を擁しておりま

すが，近年これら女子職員のうち育児を理由と

して退職するものが逐次増加し，大学の日常業

務を遂行する上において少なからざる支障を来

たしております。したがって，現在人員確保の

面から各大学においては，その対策に苦慮して

いるのが実情であります。

またこのことについては，予てから大学当局

はもちろん教職員側からも，これが対策の一環

として保育所設置の要望が強く出されており，

現在においては，国立大学全般の問題として，

保育所設置について早急に何等かの施策を講ず

る必要に迫られております。

当協会は，予てよりこの問題を取りあげて，

検討をつづけて来ましたが，今回別紙のような
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題を含んでいる。国立大学協会は，本日「大学

問題に関する調査研究報告書」を採択・公表し

たが，今後大学が改革を進めるにあたっては，

政府において，この答申に捉われることなく，

大学の自治と主体性を尊重し，大学の自主的改

革を促進するという基本的態度をとられること

を強く希望する。

９会長談話（大学改革について）

国立大学協会第48回総会

昭和46年６月24日

關

、

先日出された中央教育審議会の最終答申は，

その方向および内容において，われわれの見解

と一致しない点が少なくなく，多くの重大な問

F~｜
事務改善の方向ずけ

東大に事務改善委員会が発足したのは，今回の大学騒動がはじまる一年余り前のことであった。そして，

この騒動をはさんで，その前と後では，ガラリと事Ｉ情が変ってしまった。しかし，この改善委員会を発足さ

せた要因は，少しも変らないし，かえって強化された，ということができる。改善委員会が発足した背景に

は，第一次の定員削減と，その展望の上に立った欠員不補充があった。大学事務職員の削減は，事務改善に
よる省力化を不可欠にした。この要因は，騒動後いっそう強大になり，省力化は至上命令的なものとして，
いま改善委員会をプロモートしようとしている。

省力化はすぐ事務の機械化と直訳され勝ちだが，これは全くの誤りである。機械化が省力化に結びつくた
めには，機械化をもちこめる事務機構や組織の改革がなければならない。極端な例をとれば，カースト制度

の固定化した社会に機械をもちこんだところで，それは少しも合理化・省力化とはならないからである。

事務改善委員会には各種の専門委員会がある。この中に学務関係の専門委員会というのがある。学務専門

委員会には，この道のベテランが何人か委員となっていたが，すでにこの人たちが中心になって，数年前か

ら学務関係の研修会というものができていた。この研修会では，学生の学習に関する諸手続きやそれに必要

な諸様式の合理化・簡素化を追求し，彼等の手で，現行事務機構内で可能な合理化は，ほとんど実行済みで

あった。彼等は口をそろえて，いまさら事務改善といわれても何もすることはない。これを進めるために

は，機構の壁を破らなければならない，と主張した。

学部・部局の自治，別言すれば部局教授会の自治は，官僚組織が陥り勝ちなセクショナリズムを極限にま

で押し進めていた。事務改善を自己目的にする限り，この部局のセクショナリズムは，前記のカースト以上

に，機械化・合理化ひいては省力化をはばむ決定的なものである。しかし，大学騒動前にあっては，この致
命的な課題は表面化しないで終った。

そのせいもあって，各種の専門委員会から出された答申案の大部分はお蔵に入ってしまって，日の目を見

なかった。結局騒動後になってしまったが日の目を見た数少ないものの中に，外国図書の一括購入がある。

その詳細は省くが，これは読んで字の如く，従前は各部局でバラバラに発注・購入していたものを総合図書

館で一括購入することにより，事務を簡素化・合理化することができ，それを手がかりに機械化を導入する

展望も開けた。部局の壁をこえた，統合化，画一化のプランのみが日の目を見たのである。

騒動後の事,清の変化は，一口にいえば事務機構の存立について根底からの問が投げかけられたことであ

る。かって，大管法が提起された時，国大協はその意見書の中で，事務機構と財政の問題をとりあげた。そ
の時，大学の事務機構や事務職員のあり方は，一般行政機関と異質なものであることに力点がおかれた。と

ころが，騒動後の，たとえば東大の改革案などでは，この点が大きく変った。すなわち，大学の事務機構や

事務職員のあり方について，これが一般の行政機関と異質である面と共通する面とが列記され，内容的には

後者に傾斜してきた。その後大学の首脳＝学部長会議・評議会・総長室等は，事務機構やその業務について

は，これに触れることを極度に避けるようになった。この趨勢は今後ますます進んでくるものと思われる。

その結果，定員削減にともなう省力化の至上命令とともに，事務改善の方向ずけは大きく転換し，その速度

を大きくすることになるであろう。 }（東京大学文学部事務長尾崎盛光）

（注）筆者は東大事務改善委員会コード委員長
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第５常置委員会

理事会・大学運営協議

会合同会議

理事会

第48回総会第１日

理事会

第１常置委員会

第２常置委員会

第３常置委員会

第４常置委員会

第５常置委員会

第６常置委員会

入試期特別委員会

第48回総会第２日

第15回事務連絡会議

６．１５火１０時

６．１６水１０時2．藷会合
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会議名

教職員の厚生等に関す

る特別委員会

第６常置委員会

特別会計制度協議会

役員等選考委員会

理事会

学寮問題に関する小委

員会

外国語教育に関する

WorkingGroup

第５常置委員会

第３常置委員会

医学教育に関する特別

委員会

研究部会全体会議

第１，第２，第３研究

部会

研究部会全体会議

第３研究部会

第２研究部会

学生問題合同研究部会

第６常置委員会小委員

会

研究部会全体会議

第６常置委員会小委員

会

第４常置委員会

入試調査特別委員会
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3．第48回総会

国立大学協会事業報告書

ひ

6．２水１０時

6．２水１３時
(注）第47回総会より今総会前まで

1．諸会合（88回）

（１）第47回総会

45.11.25（水）第１日

11.26（木）度２日

（２）事務連絡会議（１回）

45.11.27（金）第14回事務連絡会議

（３）理事会（６回）

４６．２．１９（金）理事会

３．２６（金）理事会

３．２６（金）大学運営協議会との合

同会議

５．１４（金）理事会

６．１６（水）理事会

時
時
時
時
時

６
３
７
０
３

１
１
１
１
１

水
木
木
士
士

２
３
３
５
５

●
●

●
●
●

（
』
叩
〉
〈
盗
叩
）
（
・
院
叩
）
（
』
、
）
（
｜
ｎ
ｍ
）

③

6．５士１４時

６．１２士１５時 ０

月１０時

月１３時30分

月１７時30分

４
４
４

１
１
１

●
●

●

（
・
尻
叩
）
（
・
届
叩
）
〈
一
院
叩
）

験

－９０－



系ともに７月１日開始すること等の申し

合わせを行なった。

45.11.30（月）専門委員会(体育系）

12.14（月）〃

12.15（水）小委員会（学寮）

４６．１．１４（木）〃

２．５（金）専門委員会(体育系）

２．１９（金）小委員会（学寮）

３．１３（士）専門委員会(体育系）

３．２９（月）小委員会（学寮）

４２７（火）〃

５．１８（火）〃

５．２７（木）常置委員会

二）第４常置委員会

（主要審議事項）研究・教育の場にお

ける傷害補償の問題について検討を進め

るとともに、大学保健管理施設の増加，

充実についてならびに教職員学生のため

の共同利用研修施設を、各地区に設置す

ることについての要望書案を審議した。

また第３常置委員会と協同して学寮問題

の検討を行なった。

45.12.17（木）常置委員会

４６．４．５（月）〃

６．１４（月）ノノ

ホ）第５常置委員会

（主要審議事項）留学生教育の改善に

ついて検討を進めるとともに、大学間の

交流殊に国際間の教員、学生の交流につ

いて討議し要望書のとりまとめを行なっ

た。

４６．２．２０（士）常置委員会

５．２４（月）〃

６．１５（火）〃

へ）第６常置委員会

６．１６（水）大学運営協議会との合

同会議

(4)常置委員会（29回）

イ）第１常置委員会

（主要審議事項）中教審「高等教育の

改革に関する基本構想」に対する見解

（未定稿）について各大学の意見を照会

し、これにより研究部会と協議の上、中

教審「高等教育の改革に関する基本構

想」に対する見解をとりまとめ、これを

中教審会長ならびに文部大臣に提出する

とともに公表した。

４６．３．１０（水）小委員会

３．１６（火）小委員会

３．１７（水）常置委員会

３．２２（月）小委員会

ロ）第２常置委員会

（主要審議事項）全国立大学共通第１

次入試に関する調査委員会設置について

のアンケート調査依頼を各大学に照会

し、その結果に基づき理事会に設置方を

提案するとともに、かねて懸案の１．２期

校の合理的再編成について検討した。

45.12.22（火）小委員会

４６．２．１５（月）常置委員会

ハ）第３常置委員会

（主要審議事項）各大学に照会して体

育系サークルの実情を調査し、「体育系

サークル部室の新営に関する意見」をま

とめるとともに、学寮に関する各大学の

意見ならびに国の内外における学寮の実

態を調査検討し、学寮に関する調査研究

報告（案）をとりまとめた。また昭和４６

年度卒業予定者の就職椎せん開始時期に

ついて、各大学団体とともに事務系技術
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（主要審議事項）教職員の待遇改善の

ための調査会等設置の問題に関し文部省

との協議を進めるとともに、給与改善に

関する要望書をとりまとめた。また、昭

和47年度以降の定員削減に関し、国立大

学教職員を適用除外とすることについて

検討し、要望書を関係方面に提出した。

さらに昭和47年度予算概算の編成方針に

ついて討議した。

４６．２．１２（金）小委員会

３．３０（火）〃

５．１３（木）常置委員会

６．５（士）小委員会

６．１２（士）〃

卜）第７常置委員会

（主要審議事項）第７常置委員会を廃

止し教員養成特別委員会を設置すること

について慎重審議を行なった。

４６．２．９（火）常置委員会

(5)特別委員会（17回）

イ）医学教育に関する特別委員会

（主要審議事項）諸外国の医学教育事

情、わが国の医療制度の改善、医学教育

改革の諸問題について検討した。

４６．３．１１（木）特別委員会

５．２８（金）〃

ロ）教養課程に関する特別委員会

（主要審議事項）教養課程における外

国語教育ならびに保健体育の改善のた

め、それぞれ専門家によるWorking

groupを設けて検討を進めるとともに、

一般教育、教養課程ならびに外国語教育

の実`唐について各大学に照会した。

45.12.11（金）保健体育懇談会

４６．２．９（火）外国語教育懇談会

２．１１（金）保健体育懇談会

２．２６（金）外国語教育懇談会

３．１６（火）〃

３．１９（金）〃

４．７（水）特別委員会

５．２１（金）外国語教育懇談会

ハ）教職員の厚生等に関する特別委員会

（主要審議事項）公務員宿舎の問題に

つきその増設方について関係方面に要望

書を提出するとともに、保育所設置の問

題について検討を進め要望書案をとりま

とめた。

４１．２．２５（木）特別委員会

３．５（金）小委員会

５．１２（水）特別委員会

二）入試調査特別委員会

（主要審議事項）入試改善のため国立

大学の共通第１次入試の問題につき実施

すべきか否か、実施の場合の得失等につ

き各方面の資料に基づいて検討した。

４６．３．１０（水）特別委員会

４．２（金）〃

５．１（士）〃

６．１４（月）〃

（注）今期は、新設大学拡充、科学技術

行政、図書館、研究所、入試期各特別

委員会の開催はなかった。

(6)大学運営協議会（23回）

（主要審議事項）大学問題に関する第２

次調査研究として、さきに公表した調査研

究（中間報告）以後における各大学の改革

案その他諸般の資料に基づいて調査研究報

告書（案）を作案し、各大学に送って検討

を願いその意見により大学問題に関する調

査研究報告書をとりまとめた。なお、第１
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常置委員会の「中教審高等教育の改革に関

する基本構想に対する見解」のとりまとめ

に協力した。

45.11.25（水）第１、第２、第３各研

究部会

12.18（金）研究部会長主査会議

12.18（金）第２研究部会

12.24（木）第３研究部会

12.27（日）第２研究部会

12.27（日）第１、第２各研究部会

段階において重点事項を決定し重ねて関係

方面に要望したほか、協議会運営方針に従

って定例会議を２回開催し、昭和46年度予

算案等の報告ならびに昭和47年度予算概算

編成方針等の協議を行なった。

45.12.23（水）小委員会

４６．３．２５（木）協議会

５．１３（木）〃

（８）その他の会合（７回）

45.12.7（月）就職問題懇談会（文部

省）

４６．１．２７（水）給与改善懇談会（文部

省）

２．１６（火）就職問題懇談会（文部

省）

４．３０（金）給与改善懇談会（文部

省）

５．１３（木）役員等選考委員会

６．１４（月）入試問題についての懇

談会（文部省）

６．１６（水）日教組大学部会との懇

談

2．要望書その他諸活動（30件）

（対外的諸活動）

45.11.27第47回総会において決議され、ま

た公表された「国立大学の授業料について

の見解」を、文部大臣、大蔵大臣ならびに

自民党文教制度調査会長に、同じく「高年

令者の昇給延伸措置について」を、文部大

臣、大蔵大臣、人事院総裁ならびに総理府

人事局長に、また同じく「教員養成制度に

ついて（中間報告）」についてはこれを文

部大臣に、それぞれ持参し説明の上要望懇

談した。

45.12.24昭和46年度予算査定の段階におい

鍋

､

12.18（金）

12.18（金）

12.24（木）

12.27（日）

12.27（日）

12.27（日） 合同研究部会（学生問

題）

第１研究部会

第２研究部会

第１研究部会

第２研究部会

第２研究部会小委員会

第１，第２，第３各研

究部会

合同研究部会（学生問

題）

研究部会連絡会議

研究部会全体会議

第１，第２，第３各研

究部会

第２研究部会

第３研究部会

第２研究部会

合同研究部会（学生問

題）

研究部会連絡会議

大学運営協議会（理事

会と合同）
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6.16（水）霧,

(7)特別会計制度協議会（３回）

（主要審議事項）昭和46年度予算査定の
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て特別会計制度協議会小委員会を開催し、

「昭和46年度予算に関する重点事項」を作

成し、これを文部大臣ならびに大蔵大臣に

提出し関係者に説明の上実現方について強

く要望した。

46.1.27かねて当協会から文部省に対し要

望中の国立大学教職員の待遇改善に関する

調査会または協議会を設けることについ

て、第６常置委員会委員長ならびに在京委

員が文部省側と非公式に懇談した。

46.3.12かねて検討中の公務員宿舎の問題

に関し、公務員宿舎増設等の要望書を作成

し会長、教職員の厚生等に関する特別委員

会委員長ならびに同委員が文部省、大蔵省

の担当者に面接して実現方要望懇談した。

46.4.14中教審「大学改革に関する基本構

想」（中間報告）に対する見解を、第１常

置委員会が大学運営協議会研究部会の協力

を得てとりまとめ、中教審会長ならびに文

部省に持参し説明の上配慮方要望した。

46.4.30教職員の待遇改善に関する文部省

との第２回の非公式会談を行なった。

46.5.15第６常置委員会ならびに理事会に

おいて昭和47年度以降の定員削減に関し、

国立大学教職員を適用除外とすることにつ

いて協議の結果、緊急に要望書を提出する

必要を認め、行政、管理庁、内閣官房、文

部省ならびに大蔵省に対し実`情説明の上要

望した。なお、本件に関しては、衆参両院

の内閣委員会ならびに文教委員会の全員に

送付し特段の配意方要請した。

46.5.17教員の給与改善に関し連絡のた

め、当日開催の日本学術会議科学者の待遇

改善に関する特別委員会に、近藤第６常置

委員長が出席して意見を述べた。

４６．５．３１入試改善に関し秋月第２常置委員

長が、文部省入試改善会議に出席して、さ

きに同会議が公表した入試改善に関する中

間発表に対し見解を述べた。

４６．６．１４入試改善の問題について文部省の

招きにより会長、入試調査特別委員長、第

２常置委員長ならびに事務局長が文部省政

務次官、大学学術局長等と懇談した。

(各国立大学への意見照会）

45.11.27中教審「高等教育の改革に関する

基本構想（中間報告）に対する見解（未定

稿）について第47回総会の際第１常置委員

長から報告するとともに、各大学に対しこ

れについての意見を照会した。

45.12.16全国立大学共通第一次入学試験に

関する調査委員会設置について，第47回総

会の際報告した趣旨により，第２常置委員

長から各大学に対し賛否の意見を照会し

た。

45.12.19「教員養成制度について」（中間

報告）について、第47回総会において第７

常置委員長から報告したが、さらに、さき

にアンケートした同上（中間報告案）に対

する各大学の意見（回答）のとりまとめと

ともに、これを各大学に送付し、なおこれ

に対しとくに意見があれば資料として送付

願うこととした。

45.12.21体育系サークル部室に関する実態

調査について第３常置委員長から、各大学

学生部長に対し協力方依頼した。

46.1.12大学問題に関する第２次調査研究

の第１研究部会資料として､｢最近改正され

または改正予定の、学長および部局長等の

選考規程について各大学に照会した。

46.2.20「第７常置委員会を廃止し、教員
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養成特別委員会を設けることについて」会

長から各大学長宛賛否を照会した。

４６．３．１５来たる６月改選せられる常置委員

会の委員（大学の代表者）の希望につい

て、会長から各大学長宛照会した。

４６．４．１４一般教育等の改善をはかる資料と

して、実情把握のため教養課程に関する特

別委員会委員長から〈一般教育と教養課程

に関する実`情調査ならびに教養課程におけ

る外国語教育の実'情調査について、各大学

長宛照会した。

46.4.16大学運営協議会委員長から、大学

問題に関する第２次調査研究をとりまとめ

た｢大学問題に関する調査研究報告書(案)」

について、各大学の意見を照会した。

４６．５．７定員削減に関する要望の資料とす

るため、各大学定員外職員の総数を、各国

立大学事務局長宛協会名をもって電信照会

した。

４６．５．２１大学問題に関する大学間の連絡強

化の資料として、大学の改革に関する学内

の調査・審議の状況等について文部省大学

学術局大学課長への回答写送付方を、事務

局長より各大学事務局長に対し依頼した。

(資料・連絡強化等）

45.11.30第47回総会において決議された

「国立大学の授業料についての見解｣，「高

年令者の昇給延伸措置について」および

「教員養成制度について」等要望書等の取

扱について、会長から各大学長宛報告し

た。

45.12.24予算査定の段階において、昭和４６

年度予算に関する重点事項につき、重ねて

大蔵省、文部省に対し要望することの必要

を認め、取り急ぎその措置をとったのでこ

の旨会長から各大学長宛報告した。

４６．Ｌ１１広島大学（第８次分）および熊本

大学（第２次分）から寄贈の大学改革案等

を各大学に送付した。

４６．３．１宇都宮大学（第２次分）、広島大

学（第９次分）、北海道大学、秋田大学お

よび三重大学（第２次分）から大学改革案

等の寄贈を受け各大学に送付した。

４６．３．１昭和46年度大学卒業予定者のため

の就職推薦選考開始時期について、事務系

・技術系とも７月１日とする等について、

大学各団体と申し合わせを行なって各大学

および全国主要事業主に協力方依頼した。

４６．３．１９束京学生盲人問題協議会編「視力

障害者の大学進学について」を、検討資料

として各国立大学に参考送付した。

４６．４．９スポーツ安全傷害保険の趣旨周知

方について、第４常置委員長から各大学長

宛依頼した｡

46.5.14第13回特別会計制度協議会におけ

る、文部省側委員の「昭和46年度予算に関

する重点事項（国大協）」に対する報告お

よび説明を、参考のため各大学長・同事務

局長宛送付した。

４６．５．２９愛媛大学（第５次分)，熊本大学

（第３次分)，弘前大学（第５次分)，東京

大学（第20次分)，広島大学（第10次分)，

九州大学（第４次分）および宇都宮大学

（第２次分）から各大学改革案の寄贈を受

け、これを各大学に送付した。
－と、鐸

3．会報発行（２回）ひ

会報第51号（46年２月),第52号（46年６月）

を発行した。
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Ｄ資 料

｡
■

鰯

第１研究部会の報告は，現行の管理機関の体

系を一応の前提としているので，第２研究部会

の検討している研究教育体制の改革案が実現し

たときには，これに対応した管理運営方式が考

えられる旨を新たに書き加えた。

１人事

「４教員の人事」について

助手の任期制についての記述は，助手制度が

研究者養成のために用いられている場合に限ら

れることを明らかにしたほか，助手と大学院学

生の身分を兼ねることについての記述を削除し

た。

Ⅱ学内機関

「１大学の自治と学部の自治」について

大学紛争の対策として発想されたように誤解

される記述を削除し，本来大学における全学的

自治の問題としてとりあげる記述に書き改めた

「６事務局」について

現在，大学の事務手続の簡素化，通常の行政

的事務の能率化をはかることが，緊要である旨

を新たに書き加えた。

1． 「大学問題に関する調査研究報

告書(案)」と「同報告書(成案)」

との主な相違点（修正点）

昭和４６．６．２４

第４８回総会

今回の「大学問題に関する報告書」は，さき

に「同報告書（案）」について各大学の意見を

きき，全面的にこれを再検討して,主として次

のような修正・増補を行なったものである。

なお，このほか字句・叙述の修正があるが,

ここではこれを省略する。

記

まえがき

ａ）各研究部会の叙述のしかたに差が生じてい

るが，これはそれぞれの主題の性質によるも

のであって，全体としては共通の方向を見出

すべく努力した趣旨を新たに書き加えた｡

b）特別に変更のない原理的部分については,

昭和41年６月の「大学の管理運営に関する意

見」を参照してほしい旨を書き加えた。

ｃ）公私立大学等について，とくにふれなかっ

た理由を少しくわしく述べることにした。

ｄ）そのほか，後半の部分一般について，叙述

の順序やしかたを変更した。

殿
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Ｉ大学の研究と教育

(第２研究部会）

「はしがき」について

第２研究部会においては，「大学の研究と教

育」という主題の性質上，新しい研究・教育の

あり方を求め，それにふさわしいと考えられる

体系を提示するという様式をとっている面が多

いこと。したがって，現行の管理機関の体系を

前提として述べられている他の研究部会の報告

（

Ｉ大学の管理運営 醗

(第１研究部会）

｢はしがき」について
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とは，ある部分においてくいちがいのあること

の趣旨を新たに書き加えた。

Ｉ大学における研究と教育

「Ｉ大学における研究と教育」の項における

各項目の整理統合について

理解しやすく，かつ誤解の生じないようにす

るため，標題の「Ｉ総合大学における研究と教

育」を標記のように｢大学｣に改めたほか，各項

目を次のとおり整理統合し，これに伴う修正を

行なった。（括弧内は従前の案の項目を示す｡）

1．研究と教育の均衡（2.研究者としての教員

’３.教育目的，４.教育者としての教員の項を統

合)。２．改革と現行法令（6.新しい構想の項

を統合)。３．諸原則の項中(1)研究と教育の関

係((2)教養教育の項を統合)。(2)課程の履修((4)

入学試験の項を統合)。(3)新講座制，研究・教

育組織((6)研究組織，(7)教育･学習組織，(8)教員

の身分制度の項を統合)。(4)研究院（大学と附

置研究所）（⑩教員の定期的審査の項を統合)。

「３諸原則」について

「(3)新講座制，研究・教育組織」の項におい

て，講師が単なる教育面での機能しかみとめら

れないのではないかという誤解を生じないよう

にするため，フェローの名称をつかうこととし

て，若干の修正と補筆を行なった。’

「４外国語教育について」について

外国語教育のカリキュラムの充実は，外国語

教育の立場からだけの合理化を考えるのでな

く，カリキュラム全体の一環として適正な位置

づけの視点が必要であるという意見を書き加え

た。

「〔補説Ｉ〕本調査研究と現行法令上の問題点」

について’

現行の法律および大学設置基準の検討におい

て，とくに大学院に関する部分について正確を

期するため相当詳しく叙述を書き改めるととも

に，これに関係する部分の修正を行なった。

Ⅱ国立大学の研究・教育組織

「まえがき」について

ａ）教員組織がやや,恒常的なという表現が，固

定化と理解されるおそれがあるので，これを

避けるため若干の修正と補筆を行なった。

ｂ）研究機能と教育機能の分離の理由に関する

記述につき若干の修正と補筆を行なった。

「１教員組織のあり方」について

ａ）新講座が教授１人で構成されるとき，その

業務の遂行に必要な補助者が必要であること

を明らかにするため，若干の修正と補筆を行

なった。

ｂ）従前の案の「４系列・専攻・部の構成と機

能の分掌」の記述が，教員組織であるのか，

教育又は研究組織であるのか不明確であった

のを，教員組織をさすものとして，本項にう

つし，これに伴って若干の修正と補筆を行な

った。

「２研究組織のあり方」について

ａ）「(1)教授の研究」の項において，新講座と

研究組織との関連を明確にするため，新たに

書き改めた。

ｂ）「(2)研究設備」の項において，新講座は１

人の教授で構成されているが，研究組織と新

講座との関係が明らかでないという指摘があ

り，研究室の構成に関する疑問が出されてい

るので，その趣旨を明確にするため若干の修

正と補筆を行なった。

ｃ）「(4)研究院所属の研究設備」の項におい

て，高エネルギー研究所の研究職員の身分保

障について問題があるので，とくに，このこ

とについて指摘したほか，インター・ユニバ

ーシティ_の研究所のあり方に関連してツ既

F薊
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実問題としては種々の困難が予想されるの

で，研究院に参加する方式が実現可能な改善

策である旨を新たに書き加えた。

ｅ）「(3)研究組織と教育組織」の項において，

大学教員を主として研究に従事するグループ

と，主として教育を担当するグループに分け

る必要があるという叙述は，教員に較差を設

けることになるという意見があるので，その

表現を改めた。

「７医学系教育の特殊性」について

従前の案の「Ⅳ特定の専門に重点をおいた大

学の構想」の項に述べられていた標記の項目

をここに移し，

ａ）「(1)医学系教育の主なる特色」の項に，新

たにｃ）を加えて基礎医学と臨床医学の研

究・教育の相違を述べた。

ｂ）「(2)医学系教育の問題点」の項において,

履修課程６年以上の必要性と，教養課程と専

門課程の修業年限の相関関係について述べる

こととし，これに伴う修正と補筆を行なっ

た。

「８教員養成課程」について

教員養成制度については，結論を得ていない

が，とくに重要な問題であることを指摘したほ

か，当協会においても別途「教員養成制度特別

委員会」を設け，さらに検討を進めていること

を明記した。

Ⅲカリキュラムの編成

「１カリキュラムの構成例」について

現行の教養部という制度を温存するのかとい

う疑問が出されているので，このような誤解が

ないように一部書き改めた。

「２上級課程（仮称）について」について

「上級課程」という字句が唐突に出てくるの

で誤解をまねかないように（仮称）であること

存の研究所の今後の問題について述べる必要

があったので，これらに関連する修正と補筆

を行なった。

「３教育・学習組織」について

「(1)主専攻・副専攻・教育組織としての専攻

と系列」の項において，教育組織の柔軟性を明

確にするため説明を書き加え一部修正を行なっ

た。

「５大学院のあり方について」について

大学院は，修士博士のつみ上げ方式と複線方

式の両方の形式をとることが必要であるという

意見が多いので，これについて積極的に述べる

こととし，これに必要な修正と補筆を行なっ

た。

「６特定の専門に重点をおいた大学の研究・

教育組織」について

ａ）総合大学と専門化した大学とが，対比的・

本質的には何等較差がないにもかかわらず，

較差による種別化を目ざしているように誤解

される向もあるので，この点を明確にするた

め，「Ⅳ特定の専門に重点をおいた大学の構

想」の大部分を標記の項としてここに移し，

これに伴って必要な修正と補筆を行なった。

ｂ）「前文」に，総合大学と専門化した大学と

が，本質的に異なるものでないことを徹底さ

せるために，両者の差異が専門領域の広狭の

差であることを新たに書き加えた．

ｃ）「(1)専門教育課程」の項ａ）に，修業年限

は‘慎重に検討する必要がある旨を新たに書き

加えた。

ｄ）「(2)大学院」の項において，「専門化した

大学」が，専門学校的なものになるのではな

いかという危』倶をいだいている向もあるの

で，「専門化した大学」も研究機関であり，

大学院博士課程と連絡するものであるが，現

～
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「３国立大学と国との関係」について

「(1)大学行財政と設置形態」の項において，

具体的説明が欠けているとの意見があったの

で,国立大学の設置者としての国（文部大臣）

は，別項Ⅲ制度の「３大学経費の負担（大学

財政）」の項において詳述するように，国立大

学がその使命をはたすに足るだけの財政的支持

が与えられるよう配慮する必要がある旨を書き

加えた。

全体の記述について

第３研究部会の記述が，羅列的にすぎるとす

る見方もあったので，同研究部会の記述は，各

方面の意見を紹介し，その問題点を提示する方

法によっていることを「Ｉ総説」の末尾に書き

加えた。

Ⅱ編１度

「１大学の多様化」について

大学の多様化については，なお十分に検討す

る必要がある旨をより明確に述べ，かつ，当協

会第一常置委員会がさきに公表した「中教審

『高等教育の改革に関する基本構想｣に対する見

解」で述べられたこととの調和をはかるため，

「(3)多様化にともなう問題点」を中心にかなり

の修正と補筆を行なった。

「２大学の管理・運営への社会の関与ならび

に大学の設置形態」について

これについては，各種の構想・提案がある

が，いずれにたいしても,慎重に対処すべきであ

るという趣旨を，より明確にし誤解をさけるた

め，)主として末尾の部分に補筆を行なった。

「３大学経費の負担（大学財政）」について

積極的意見を欠くかのどとき印象をあたえる

のをさけるため，若干の補筆を行なった。

「５入学試験」について

真意をよりよく伝えるため叙述を改めた。

を明記した。

「４特定の専門に重点をおいた大学のカリキ

ュラム」について

a）従前の案のⅣで述べられていた「３カリキ

ュラムの改革」を標記のように題名を変更し

てここに移し，カリキュラムに関する叙述を

統合した。

ｂ）「(1)改革の方針」のａ）の叙述に対して，

専門化した大学において，教養教育が専門教

育のうちに解体されるおそれがあるという意

見があるので，教養教育はそれとしての独自

の目的を追求すべきであるという趣旨を新た

に書き加えた。

c）従前の案のⅣに記述されていた「〔補説Ⅱ〕

カリキュラムの編成と学生との関係につい

て」の項および「〔参考資料〕大学に関する法

令」の項を末尾に移記し，カリキュラムに関

する項目を統合した。

０

虐劒

｡
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⑤

Ⅲ大学と社会

(第３研究部会）

Ｉ総説

「１現代社会と大学」について

大学改革が，今日問題とされている根本的な

原因として，文教政策の貧困にふれる必要があ

るとする指摘にこたえて，「(1)大学の大衆化」

の項等においてその趣旨を明確にするよう書き

改めた。

「２大学の本質と社会的責任」について

「開かれた大学」論に関して，大学がそれに

対して開かなければならない「社会」とは，何

かの点が不明確であるという意見にこたえて

「(1)開かれた大学」の項等においてその趣旨を

明確にするよう書き改めた。

駒

淘
僧
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合における学生災害保障の問題を新たに書き加

えた。

「５大学教育における国際交流」について

「(2)外国人教師の利用」の項において，外国

人教師の身分と待遇について，法令上の制約が

あることを問題点として指摘し，これに伴い若

干の修正を加えたほか，「(5)国際交流の組織そ

の他の問題」の項において〕外国語教育の問題

については，第２研究部会の「大学の研究と教

育」の項でふれていることを新たに書き加え，

説明を簡略にした。

「６就職問題」

就職を条件とする奨学金の支給について一言

ふれることとし，若干の補筆を行なった。

m研究

「まえがき」について

「まえがき」をより整え，明確にするため，

大部分に修正を加えて書き改めた｡

「３産学協同」について

末尾の「公的な学外組織を利用する方法」に

ついての記述に若干の修正を加えた。

Ⅳ教青

「まえがき」について

大学の立場から再検討を要する法令として，

職業上の資格に関するものの中に薬剤師を新た

に書き加えた。

「１大学教育の目的と内容」について

大学の人格形成の意義について，積極的な意

見を提示するため記述に若干の補筆を行なっ

た。

「２大学における職業教育」について（

「(1)職業教育についての社会の要請」の項に

おいて，大学の職業教育についての責任を明ら

かにするため記述に若干の修正補筆を行なった

ほか，「(3)現職教育」の項において，教員の再

教育に対する大学の責務を明らかにするととも

に，その整備拡充を要望し，若干の補筆を行な

った。

「３大学教育の開放」について

「(2)大学開放の方式｣の項において，従来大

学の開放が十分行なわれなかった理由を指摘し

たほか，文意を明確にするため，学外者参加の

問題については前に述べていることを書き加

え，記述に若干の修正を加えた。

「４教育方法」について

現実の社会生活の場を，教育的に活用する場

纒
繍

、

Ⅳ大学における学生

(合同研究部会）
纐

Ｉ大学における学生の立場

「１学生の地位の考え方」について

ａ）本項の(3)と(4)はいずれも大学および学生

と現行法制との問題であるため(3)にまとめ，

これに必要な修正と補筆を行なった。

ｂ）用語に，不作為請求権等法律上の専門的用

語を使用し，難解であるとの批判があったた

め，字句を平易なものに書き改め若干の補筆

を行なった。

「３学生の自治と大学の管理運営への参加」

について

「(3)学生自治の限界」の項において，大学が

学生自治についていかなる規制をなし得るかに

ついて，学生自治についての従来の基本的見解

に則して，従前の案の趣旨をそこなうことな

く，若干の修正と補筆を行なった。■

Ⅱ学生の自主的団体

「３加入方式と大学の公認」について

全員加入制については，種々の用例もあるの

で，同義語として，自動加入制，強制加入制の

」

③
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じ，委員候補者を選び，出来得るかぎり特定

の地区に偏らないように考慮した。

３）各種別の大学が，出来得るかぎり各常置委

員会に所属するよう各委員会間の均衡を考慮

した。

４）１日第７常置委員会の委員は，各常置委員会

の増員としそれぞれ所属することとした。

５）特に第２常置委員会の委員候補者は，１期

校・２期校それぞれ同数とした。

６）常置委員会によっては，その委員会の特殊

性により，委員候補者（大学の種別その他）

を考慮した。

７）各常置委員会の新旧交代は，旧第７常置委

員会の委員の増員のほかは、約半数交代とし

た。

語を最初に書き加えた。

「４自主的団体の権利」について

末尾に述べている「大衆団交」の概念に問題

があるので，この語を削除し，趣旨を明確にす

るため若干の修正を行なった。

Ⅲ学生の政治活動

「１大学外における学生の政治活動」につい

て

「(2)大学外における学生の政治活動」の項の

うち，学生自治会の行なうものについての記述

において，起りうべき誤解をさけるため，若干

の修正と補筆を行なった。

「３学生のストライキ」について

この問題に先立つ大学内外における学生の政

治活動についての叙述と有機的に関連させて論

じるため，かなりの修正と補筆を行なった。

Ⅳ学生の課外活動

「２課外活動における諸問題」について

「(2)正課体育と課外体育との関係」の項にお

いて，正課科目と単位の取り扱いとの関係につ

いて一部から疑義が指摘されたので，第２研究

部会との関連をも考慮して，断定的な表現を避

けることとし，若干の修正を行なった。

、

Ｆ･

鏑

｡

鯛

第７常置委員会を廃止し、教員

養成特別委員会を設けることに

ついて

3．

⑨

昭和４６．６．２３

第４８回総会

従来教員養成については，第７常置委員会に

おいて当該事項を担当し，審議を行なってきた

が，①教員養成は，医学教育あるいは教養課程

の問題と類似しているため，これを担当する委

員会もまたそれらの例にならい，これを特別委

員会とすべきではないか，また②委員の構成に

ついても，常置委員会の場合は，委員の定数に

制限をうけ，しかも，そのため委員もまた特定

の大学に集中する傾向が見られるが，この種の

委員会としては，むしろ特別委員会として多方

面から適当な数の委員が加わるべきではない

か，との意見が有力になってきた。よって，こ

の点を検討した結果ここに第７常置委員会を廃

鰯

2．常置委員会委員（代表者）候補

者選考方針

昭和４６．５．１３

役員等選考委員会

各常置委員（代表者）候補者の選考にあたっ

ては，次の諸条件を満たすよう考慮した。

１）各大学の希望（１乃至３）を考慮した。た

だし，希望のない向は役員選考委員会一任と

して処理した。

2）各常置委員会には，各地区の大学の数に応

翁
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止し，新たに教員養成特別委員会を設けること

として，これに必要な次の措置を構ずるものと

する。

1．第７常置委員会の廃止

第７常置委員会は，昭和46年６月23日（第４８

回総会第１日）限り廃止する６

２．教員養成制度特別委員会の設置

教員養成制度特別委員会は，昭和46年６月

２４日（第48回総会第２日）に設置する。

5．国立大学協会会貝１１改正について

昭和４６．６．２３

第４８回総会

国立大学協会会則改正

第37条第２項中「事務局長，」の次に「事務局

次長，」を加える。

同条第４項として，次の１項を設ける。

４事務局次長は，会長および事務局長の命

を受け，事務局長を補佐して事務局の事務

を処理する。

同条第４項を第５項とし，同項中「会長及び事

務局長」を「会長，事務局長及び事務局次

長」に改める。

同条第５項を第６項とする。

附則

この会則は，昭和46年７月１日から施行する。

改正理由

新たに，事務局に事務局次長制を設ける必要が

あるによる。

ｂ
Ｆ
鰯

国立大学協会の代表者である常

置委員会の総会選出要領の－部

改正について

4．

昭和４６．６．２３

第４８回総会

国立大学の代表者である常置委員会の委員の

総会選出要領第４項の各常置委員会委員定数表

を次のとおり改正する。

各常置委員会委員定数表

常置委員会委員定数

第１ １２

第２ １２

第３１２

第４ １２

第５１２

第６ １２

計７２

附貝Ｉこの改正は昭和46年６月24日から施

行する。

（理由）

第７常置委員会廃止に伴い，各常置委員会の

委員の定数を編成巷する必要あるによる。

愈

」

野

6．教育改革推進本部の設置につ

いて（通知）
綴

文企企等８５号

昭和46年７月16日

国立大学協会殿

文部事務次官

村山松雄

さる６月11日中央教育審議会から文部大臣に

対し，「今後における学校教育の総合的な拡充

整備のための基本的施策について」の答申がな

されたことに伴い，教育改革の総合的な推進を

図るため，７月１日から別添のとおり省内に

、

_‘
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教育改革推進本部」を設置しました。

今回の中央教育審議会の答申は，教育全般に

わたりきわめて広範な課題とその解決の方向を

示しておりますが，文部省としては，答申の趣

旨の徹底を図るとともに関係各位のご意見を伺

いながら，長期的な観点から具体的な実施方策

をたててその実現を図ってまいる考えでありま

すので，各位のご理解とご協力をお願いしま

す。

じ，本部長の指名する局長，審議官，課長お

よびこれに準ずる者を加えることができる。

（任務）

第３・推進本部は，本部長を主宰者とする会議

を開いて，次の事項について審議し，教育改

革の総合的な推進を図ることを目的とする。

（１）教育改革に係る基本施策の計画的推進に

関すること。

（２）関係部局の作成する教育改革案の総合調

整に関すること。

（３）教育改革の推進のための行政機構の整備

に関すること。

（４）教育改革の推進に係る広聴および広報に

関すること。

（幹事会）

第４・推進本部の円滑な運営を図るため，推進

本部に幹事会を置く。

２幹事会の構成は，次のとおりとする。

主幹大臣官房長

副主幹大臣官房審議官

幹事大臣官房総務課長

会計課長

企画室長

参事官および企画官

のうち，本部長の指

名する者

初等中等教育局財務課長

大学学術局庶務課長

管理局振興課長

３幹事会には，上記の者のほか，必要に応

じ，本部長の指名する者を加えることができ

る。

（事務局等）

第５・推進本部の業務を円滑に処理するため，

事務局を置く。

′

、

￣ロ

鏑

◎

ｉ 教育改革推進本部の設置について

昭和46年６月30日

文部大臣裁定

（趣旨）

第１、昭和46年６月１１日の中央教育審議会の

「今後における学校教育の総合的な拡充整備

のための基本的施策について」の答申に伴

い，わが国の教育改革の総合的な推進を図る

ため，省内に「教育改革推進本部｣(以下「推

進本部」という。）を設置する。

（組織）

第２、推進本部の構成は，次のとおりとする。

本部長事務次官

本部員大臣官房長

大臣官房審議官

初等中等教育局長

初等中等教育局審議官のうち，

本部長の指名する者

大学学術局長

大学学術局審議官のうち，本部

長の指名する者

社会教育局審議官

体育局審議官

管理局長

２推進本部には，上記の者のほか，必要に応

鱗

鳥

識

〃
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２事務局は，大臣官房審議官の総括のもと

に，大臣官房企画室長，本部長の指名する参

事官および企画官ならびに大臣官房その他の

部局の職員のうち当該部局の長が指名する者

をもって構成する。

３推進本部の庶務は，大臣官房企画室が処理

する。

１日から発足した。

②事務局は，文部省内の参事官・

企画官室〔電話581-4211（代表）

内線249～252,580-5256(直通)，

581-4234（夜間直通)〕に設けら

れている。

③企画室の電話は，581-4211(代

表)，内線255,581-2625(直通）

である。

似
鍛

､

(備考）①この推進本部は，昭和46年７月

ベーヘゾヘー／ベンーペンープ■、”~■

Ｆ’
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大学院の大学間交流 ミブ

東京大学大学院工学系研究科と東京工業大学大学院理工学研究科との間で，それぞれに所属する大学院学

生が相手大学の研究科の講義をきいて単位を取得できる道が，昭和46年度から開かれた。

従来も自大学に欠けた分野の講義に他大学の教官を講師にお招きすることは行なわれている。聴講学生が

多いときはこれでよいが，大学院では学生一人一人の学問対象が違っているので，先生が移動して講義する

より学生が移動した方が便利なことが多い。こうすると学生は違った雰囲気のなかで，違った学友といっし

ょに勉強するという利点も加わる。今までこの制度は実施されていなかったが，考えてみればおかしなこと

で，国立大学同志でこれを制度化するのは，大学間相互に信頼関係さえ成立していれば，これを妨げる本質

的問題は殆んどないといってよい。とはいっても始めての試みであるから，慎重に起ってくる問題をみきわ

めながら進めようということで，次の要領で実施している。

一応全科目を開放しておいて，希望者は指導教官の承認を得て，自大学で申告し，一括して相手大学に送

付して当該授業料目担当教官の許可を求める。担当教官は学生数その他で都合の悪いときはことわることが

できる。学生がこのようにして履修できる総単位数は，博士課程および修士課程それぞれ３科目以下，５単

位以下とし，対象は原則として講義のみとする。

この制度は将来は国内で広く実行されることが期待される。東京工業大学のように理工学に偏った大学で

は，境界領域の勉強のために，もっと違った系統の大学との交流をぜひとも実現したい希望をもっている。

ともあれ今はまだごく小さな窓であるが，これを新しい明り取りの窓として，再び閉すことのないよう大事

に育ててゆきたいものである。

（東京工業大学工学部教授谷口修）

＃
４

鰯

&

録

－１０４－



の他Ｅそ

Ａ

Ｔ蕊〉

学生の厚生補導の改革について

以上広島大学

学内制度改革案（中間報告）

鹿児島大学

大学改革の動向に関する予備調査

国会図書館

昭和44年度大学図書館実態調査結果報告

文部省

流通スペシャリスト（流通専門技術者）の需要

動向等に関する調査報告書

日本商工会議所

今後における学校教育の総合的な拡充整備のた

めの基本的施策について（答申）

中央教育審議会

高等教育改革の重要事項に関する見解（第１次

報告）

日本私立大学協会

日本の教育はどうあるべきか（第１次報告書）

教育制度検討委員会（日本教職員組合）

国立大学長会議資料

文部省

体育・スポーツの普及振興に関する基本方策に

ついて（中間報告）

文部省

Universitas

Stuttgart

外国奨学制度資料第３集

日本育英会

採用のための大学案内

就職のための会社案内

学徒援護会

ＩＦ
､

1．事務局

第48回総会で会則改正が行なわれ，事務局に

次長制がしかれることになったが，丁子主事が

７月１日付総務主事を兼ねて次長に任命され

た。同時に狩野，武田，田窪の三事務職員が主

事補にそれぞれ発令された。

２寄贈図書

Ｉ露ツ

熊本大学改革委員会広報（第２号）

熊本大学

処分制度の改革（中間答申）

弘前大学

明るい学園と健康な学生生活のために

広島大学

静岡大学教育学部研究報告

人文・社会科学篇No.２１

自然科学篇No.２１

教科教育学篇Ｎｏ．２

以上静岡大学

「仮設Ｉ」（その３）研究体制改革の構想

広島大学

宇都宮大学改革検討委員会第３回報告

宇都宮大学

信州大学大学問題研究委員会答申書

信州大学

大学改革委員会の作業の総括と今後の問題点

財政運営に関する当面の改革についての建議

当面の教育改革推進に関する建議

十

蕊

霞､，

′

#’

愚、

～

－１０５－



国立大学協会組織表
しも

(昭和25.7.13創立）

鳥

、
総会（春秋２回開催.各国立大学の代表者）

理事会（理事一会長，副会長を含む-21名，各常置委員長）

監事２名

常置委員会

第１常置委員会（大学の組織・制度）

第２〃 （学科･課程・入学試験等）

第３〃 （補導）

第４〃 （学生の厚生）

第５〃 （大学間の協力）

第６〃 （大学財政）

特別委員会

科学技術行政特別委員会新設大学拡充特別委員会

医学教育に関する特別委員会図書館特別委員会

教養課程に関する特別委員会研究所特別委員会

入試期特別委員会教職員の厚生等に関する特別委員会

入試調査特別委員会教員養成制度特別委員会

大学運営協議会（会長・副会長・各常置委員長・地区代表委員）

その下に，大学問題第１・第２・第３各研究部会あり。

特別会計制度協議会（国大協会長ほか５学長・文部事務次官ほか４局課長）
○
○
○
○

○
鰯

ハIii
ll

'綴

○

○

鰯

編集後記

中国問題が改めて世界的に話題になっているとき，香川大倉田学長から「↓塵旧思今」をいただいたこと，ま
た「大学的理念と人間像」について東大松田教授からご多忙のところ寄稿願ったことは本号の特色と云える。
また６月総会で役員改選》各常置委員会の組替えが行なわれたので全委員会等の名簿を載せた。総会，理事
会，各委員会等の記事もどうぞご覧いただきたい。「窓」欄には，東工大谷口教授から「大学院の大学間交
流」について，山梨大中村教授から「高専卒業生の大学編入｣，また東大文学部尾崎事務長から「事務改善の方
向ずけ」など何れも当面の諸問題についてそれぞれご寄稿を頂いたことを感謝する。

（Ｃ）
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